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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成２０年１１月２５日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時１５分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 山本善信  委　　員 森西　正

委　　員 川口純子  委　　員 柴田繁勝  委　　員 野口　博

委　　員 三宅秀明

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室参事　吉田和生

都市整備部長　中谷久夫 同部次長兼建築住宅課長　長野俊郎

同部参事　小山和重 まちづくり支援課長　土井正治 同課参事　浅田直廣

都市計画課長　新留清志 同課参事　長江雅彦

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　杉本　徹 同局書記　湯原正治

１．審査案件

　　認定第１号　平成１９年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時　開会）

○藤浦雅彦委員長　ただいまから駅前等

再開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、お忙しい中、駅前等再開発特

別委員会をおもちいただきまして、大変

ありがとうございます。

　正副委員長さん、また各委員さんには

この１年間いろいろとお世話をかけます

が、どうぞよろしくお願いいたします。

　本日の案件は、平成１９年度の摂津市

一般会計歳入歳出決算認定の件所管分に

ついてご審査を賜りますが、何とぞ慎重

審査の上、ご認定賜りますようよろしく

お願いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

補足説明を求めます。

　中谷都市整備部長。

○中谷都市整備部長　それでは、私から

認定第１号、平成１９年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち、都市整備部にお

ける内容について目を追って主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、４２ペー

ジ、款１４、国庫支出金、項２、国庫補

助金、目２、土木費国庫補助金、節１、

都市計画費補助金は南千里丘まちづくり

事業及び南千里丘土地区画整理事業に対

します、まちづくり交付金でございます。

　５６ページ、款１６，財産収入、項２、

財産売払収入、目１、不動産売払収入、

節１、土地売払収入の都市計画課分は南

千里丘土地区画整理事業の保留地処分金

でございます。

　歳出でございますが、摂津市一般会計

歳入歳出決算書の１９２ページをお開き

願います。

　事務報告書につきましては、１９３ペー

ジから記載いたしておりますので、ご参

照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

２、街路事業費では、執行率９６．５％

でございます。詳細につきましては、決

算概要１１８ページから記載いたしてお

りますので、ご参照願います。

　節８、報償費は正雀ワークショップの

アドバイザー報償費でございます。節９、

旅費は普通旅費でございます。節１１、

需用費は阪急京都線連続立体交差事業及

び吹田操車場跡地に係る印刷製本費でご

ざいます。節１３、委託料は吹田操車場

跡地周辺道路計画検討業務委託料でござ

います。節１９、負担金、補助及び交付

金は吹田操車場跡地まちづくり計画委員

会負担金及び吹田操車場跡地まちづくり

アイデア募集コンペ実行委員会への負担

金でございます。

　１９６ページ、目６、再開発事業費で

は、執行率７９．６％でございます。詳

細につきましては決算概要１２１ページ

に記載いたしておりますので、ご参照願

います。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

　目７、南千里丘まちづくり事業費では

執行率５２．３％でございます。詳細に

つきましては、決算概要１２１ページに

記載いたしておりますので、ご参照願い

ます。
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　節７、賃金は非常勤職員等賃金でござ

います。節８、報償費は、南千里丘まち

づくり懇談会アドバイザー報償金でござ

います。節９、旅費は普通旅費でござい

ます。節１１、需用費で、その主なもの

は消耗品費でございます。節１３、委託

料は道路等詳細測量設計委託料、物件調

査委託料と建物等調査委託料のほか２件

でございます。

　このうち、道路等詳細測量設計委託料

につきましては、１，１９５万６，３５

０円、物件調査委託料につきましては、

８７万４，６５１円、合計１，２８３万

１，０００円を翌年度へ明許繰越を行っ

ております。

　節１７、公有財産購入費につきまして

は、全額３，０００万円を翌年度へ明許

繰り越しを行っております。節１９、負

担金、補助及び交付金は、阪急新駅設置

負担金でございます。節２２、補償、補

填及び賠償金につきましては、全額２，

２２６万５，０００円を翌年度以降へ逓

次繰越を行っております。

　目８、土地区画整理事業費では、執行

率５２．７％でございます。詳細につき

ましては、決算概要１２１ページから１

２２ページに記載いたしておりますので、

ご参照願います。

　節９、旅費は普通旅費でございます。

このうち、１０万８，１５０円を翌年度

以降へ逓次繰越を行っております。節１

１、需用費でその主なものは消耗品費で

ございます。そのうち２７万３，０５４

円を翌年度以降へ逓次繰越を行っており

ます。節１３、委託料は道路等詳細測量

設計委託料、土地境界測量委託料のほか

２件でございます。委託料につきまして

は、２，５０６万１，５５０円を翌年度

以降へ逓次繰越を行っております。

　節１４、使用料及び賃借料は工事積算

システムの借上料でございます。節１５、

工事請負費につきましては、全額１，４

５７万２，０００円を翌年度以降へ逓次

繰越を行っております。

　１９８ページ、節１８、備品購入費は

庁用器具費で、工事用積算パソコン等を

購入し、そのうち２６万３，６１０円を

翌年度以降へ逓次繰越を行っております。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○藤浦雅彦委員長　続いて、寺田市長公

室長。

○寺田市長公室長　それでは、認定第１

号、平成１９年度摂津市一般会計歳入歳

出決算のうち、市長公室所管分に係る部

分につきまして、目を追って主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、決算書の９８ペー

ジ、あわせまして決算概要の５２ページ

をご参照願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

１５、コミュニティプラザ費につきまし

ては、仮称コミュニティプラザ複合施設

の整備にかかわる経費でございます。そ

のうち、委託料は事業推進に伴い発生す

る契約事務等、さまざまな法律にかかわ

る業務を円滑に処理するための弁護士相

談経費と施設の基本計画策定に反映する

ための要求水準の策定等かかわる経費を

執行したものであります。

　以上、簡単でございますが、市長公室

の所管いたします決算内容の補足説明と

させていただきます。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　野口委員。

○野口博委員　おはようございます。幾

つか質問をさせていただきます。

　最初に阪急正雀駅前整備の問題です。

平成１９年度は説明ありましたように、
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整備支援事業として１５万１，０２０円

の予算支出がありました。正雀駅前地区

まちづくりワークショップの開催状況が

事務報告書でも紹介をされていますが、

この平成１９年度阪急駅前整備という問

題について、どういう角度から取り組み

がされたのかという問題をまずお聞かせ

いただきたいと思います。

　あわせて、今後の問題に関連しますが、

今年にかかわる部分がありますが、駅前

の買収も含めた平成２３年度十三高槻線

の摂津市域の完成に向けて、駅前から十

三高槻線まで、バスも含めて１本線を幹

線につなぐということが取り組まれてい

ますが、その問題について新しいお店も

できておりますが、一定見込みを聞かせ

ていただきたい。

　もう１点は、昨年の６月２９日に府、

阪急、摂津の３者で立ち上げた高架化事

業の連絡会です。その後、今年度、府の

いろいろな予算の削減もありましたが、

調査費が１，０８０万円組まれて取り組

みがなされていますが、先日知り合いの

方から聞きましたら、阪急としては阪急

車庫については橋上駅化を断念したとい

うことが社内的に報道されたということ

でありました。それは今日この場でも報

告があったかと思いますが、関連してそ

うしたら摂津市域の高架にする部分につ

いて、どういう検討がなされているかと

いう問題です。具体的に言いますと、正

音寺踏切を含まないで、越えた地点で茨

木方面に斜め傾斜をつけてやっていくの

か。正音寺踏切も含めて阪急駅から出た

地点で、正音寺踏切も高架にできるよう

にと、いろいろな高架に向けての検討の

中身があろうかと思いますが、それの中

身についてお尋ねしておきたい。

　あわせて四つ目になりますが、この前

本会議で、山本靖一議員の質問に対して、

副市長から、今後、１０数年の間に大型

公共事業に必要な額が４８０億円か５０

０億円という数字が示されました。その

中に、連続立体交差がありますが、平成

１５年、１６年の調査結果をまとめた中

には第１ステージが終わって第２ステー

ジ、いわゆる連続立体交差の分として５

５億円の予算が計上されています。その

ときには第２ステージその他の工事で９

億円、合わせて６４億円がこの時点で数

字が示されているわけですが、話に聞き

ますと、この数字さえも大分昔に積算し

た数字でですので、先ほど示された１，

０８０万円の金額で調査もされています

が、一体最新の数字をいつ出すのかとい

う問題、以上４点を阪急問題ではお尋ね

をしておきたいと思います。

　二つ目は、南千里丘の開発問題であり

ます。具体的に昨年はいろいろ開発問題

について動いた年でもありました。それ

は先ほどご説明があったとおりでありま

す。

　一つは確認のみでお尋ねしておきたい

のは、ダイヘン用地の汚染土の問題であ

ります。昨年いろいろ数字をいただきま

したが、名前が有機塩素系溶剤でジクロ

ロエチレンという名前であります。基準

値の約９倍ほどあるということで、この

間、解体と平行して昨年ずっとトラック

で汚染土を搬送しましたが、当初この場

所でも聞いておりましたが、１０トント

ラックで５０台と思っていましたが、実

際は大変な台数で運んだという話であり

ますので、昨年いただいた汚染調査結果

について言いますと、大阪府の指導を受

けて、措置を行った後、２年間のモニタ

リングを行うということを書いています。

そういう点で、昨年のそうした汚染土の

搬送状況を量も含めてどういうふうにつ

かんでおるのか、お尋ねしておきたいと
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思います。

　交付金問題です。説明がありましたが、

２，６００万円のお金が計上されていま

す。今年の６月時点の最新の全体事業費

の中での保留地処分金、権利者負担金で

総額４億５，４００万円という数字であ

ります。今回、平成１９年度決算では２，

６００万円が計上されていますが、権利

者の負担分で保留地として提供して、事

業費を捻出していくという、それがお金

に換算したら４億５，５００万円という

数字だと思いますが、ジェイ・エス・ビー

側と摂津市側でどのぐらいの負担割合に

なるのか、それをお示しいただきたい。

　あわせて全体事業費であります。４３

億９，９００万円が示されています。こ

の間の論議の結果、最新の数字でありま

す。いろいろ地元要求なり、コミュニティ

プラザの備品だとか、いろいろな今後支

出が予想される問題もありますが、実際、

約４４億円の全体事業費で示されている

数字がどのぐらいになるのかということ

について、現時点で示していただきたい

と思います。

　四つ目は、この南千里丘の開発によっ

て生じた諸問題について、いろいろ現時

点でお尋ねしておきたいと思っています。

　その一つは、踏切の遮断機の降りてい

る時間が、朝７時から８時の間で３９分

ということでありました。この問題であ

ります。これが実際、工事も始まってい

くわけでありますから、どのようにこの

問題について動いているのか、教えてい

ただきたいと思います。

　二つ目は、新駅のホームの外壁と北側

住宅との距離が２．５メートルしかない

という問題であります。この間、北側住

宅への説明会など行われて、当初２メー

トルの間隔から２．５メートルというこ

とで少し西側に寄る格好で、そういうす

き間が広がったということだと思います

が、実際阪急が工事をしていくと、熊谷

組が実際の工事でありますが、一般的に

何もなかったところに２．５メートルの

横にホームの外壁が出現するという問題

について、環境問題だとか、いろいろな

意味で、どういうことが生じるのか。当

然騒音もそうでありますが、その問題に

対して生じる問題について、どういう対

応をしようとしているのかという問題で

す。

　三つ目は児童生徒の急増問題でありま

す。教育委員会から資料をいただいてお

りますが、南千里丘の地域で、香露園の

地域であります。今回、Ａ街区で５９０

戸のマンション計画が提示をされました

が、摂津小学校と三宅柳田小学校は摂津

の１０小学校の中で１番、２番目に多い

学校であります。ご承知だと思いますが。

　普通教室の中で、実際使用している普

通教室、いろいろな普通教育以外に普通

教室を活用していますが、その中に一時

的余裕教室というのがありますが、これ

が摂津にしても三宅柳田にしてもゼロな

んですね。いろいろ子どもさんのどのぐ

らいふえるかという問題は推測が難しい

面もありますが、またこの場でなかなか

答弁は難しいと思いますが、一度以前に

も担当の積算されて、このぐらいふえる

のではないかということもあったかと思

いますが、公室長もおられますので、お

考えいただきたい。

　この５９０戸のマンションの問題であ

りますが、いろいろ民間の開発ですから、

お答えは難しいかと思うのですが、この

間の景気悪化の中で依然としてマンショ

ン販売が低迷している。この前の地上デ

ジタルの９チャンネルでは、５５％が売

れ残っているというマンション販売をめ

ぐる状況が放送されたました。そういう
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中で今回、三井不動産がマンション開発

をしていきますが、５９０戸のターゲッ

ト、どの層をターゲットにしているのか

というのがわかっておるならば、その辺

も含めて児童生徒の急増問題を一度見解

をいただきたい。

　それと４点目が、交通渋滞、交通環境

の問題であります。今回５９０戸のマン

ション開発の段階で駐車台数が４４１台、

駐輪台数が１，２３１台という数字が出

ています。これからＢ街区、Ｃ街区、Ｄ

街区が残っております。当初も１，００

０戸でありますが、最低この倍はマンショ

ン開発、住宅開発によって車なり自転車

がふえる。バイクもふえるということは

想定されますが、これに加えて駅に入る

バスだとか車、電車の利用者の約１万２，

０００といわれていますが、それを対象

とした自転車置き場とか、いろいろな意

味で環境が変わってくるかと思いますが、

その辺の予測も含めてどう見ているのか

ということです。

　５点目が、マンション開発の問題に関

連して、今回、２０階建て、一部階段式

もありますが、５９０戸の開発が示され

ました。控室から大日の方を見ますと、

高層住宅が三つ見えます。景色としては

あんな感じになるのかなと思って摂津と

しては初めての高層住宅の開発計画であ

ります。

　近くでは吹田の方で、いろんな階数別

にしてたくさんの住宅開発が行われてい

ますが、市民的な感覚ではあそこが摂津

ヒルズになるのではないかということを

使って比喩している方もいらっしゃるの

ですが、現時点でＢ街区、Ｃ街区、そし

てＤ街区のその辺の住宅開発について、

どういう中身で進めようとしているのか

という点で情報が入っておればお示しい

ただきたいと思います。

　もう１点、当初昨年の計画では建築制

限条例も加えて、１，０００平方メート

ル未満の商業施設をつくっていくのだと

いうことで縛りをかけました。それが大

体計画ではＡ街区の１階ということで理

解しておったのですが、今回入っており

ません。その辺の計画全体の当初の計画

との絡みで、どういうふうに判断、整理

されたのかということについて示してい

ただきたいと思います。

　もう一つは、周辺の安全対策でありま

す。この間、駅の北側住宅の皆さんと一

緒にいろいろ市も説明会開かれて、住民

の意向は受けとめていただいていると思

います。一定改善をしていくという点も

あろうかと思うのですが、交通専従員の

配置の問題とか、坪井踏切の歩道の拡幅

問題も含めて、駅ができることについて

起きるさまざまな安全面を障害すること

について、どうとらえて、それに対して

どう考えているのか。

　もう一つは、地下通路、駅舎ではなく

て外部から出入りできる地下通路問題に

ついていろいろ地元でも要求が強かった

と思います。行政の判断としてはそれは

できないということでまとまっているか

と思うのです。この外部からの地下通路

問題について、そういう判断された行政

側の考えだとか、そういう見解を一度聞

かせていただきたいと思います。

　三つ目は吹田操車場跡地の問題であり

ます。吹操跡地問題でも具体的に今年度

の都計決定に向けて作業が取り組まれた

１年でもありました。

　そこで一つお尋ねしたいのは、保留地

の問題であります。昨年の１１月１３日

付で基本協定が結ばれました。６社協定

であります。その中で保留地の問題であ

ります。条文はちょこちょこ見ているわ

けでありますが、整備に関する基本協定、
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６社協定の第８条と第９条に土地の保留

地の問題は８条でありますが、この開発

によって行政側として吹田もそうであり

ますが、当初いろいろ減歩だとか、保留

地の割合も決められて出発しています。

区画整理も進めていきますが、負担がふ

える要素、そういう面での論議でありま

すが、まず保留地の負担割合について、

吹田・摂津でどのぐらい見ているのかと

いうことが一つです。

　それと計画が進められる中で、両市の

負担がふえるという問題について、例え

ば、保留地の第８条の規定のところで、

保留地の処分金について、当初の目的以

上に達していなかった場合、第９条では

補助金の導入の規定でありますが、当初

の資金計画を見直す必要が生じた場合に、

基本事業費の増額について協議を行うと

いう規定があります。この辺でこの開発

問題について、結果として当初の計画ど

おり進まなかったら、吹田にしても摂津

にしても負担がふえるということで落と

し前つけると、言葉悪いですけども、そ

ういうことが６社協定では規定されてい

るわけであります。そういう点では、計

画が失敗したら、今回は土地を買収して

いろいろやっておりますが、さらに負担

がふえるということにつながっていくわ

けであります。そういう点での確認も含

めて、この保留地の処分資金計画だとか、

摂津市の負担の受ける問題についてお尋

ねしておきたいと思います。

　用地の利用の問題であります。先の市

長選挙では、私どももいろいろな形でこ

の問題についても意見を申し上げてきた

ところであります。今回、１４億円で土

地を買収されたということは承知してお

りますし、その前では、大正１２年に吹

操が供用されて、当時の地元の地主から

安い金額で買われたという経過もありま

すので、本来的に言えば、国民共有の財

産でありました。それが分割民営化によっ

て国鉄が当時、借金の返済の一部として

売却していくのだということで方針が変

わっておりますが、そういうことで今日

に至っておりますが、少なくとも跡地の

活用について、今保留地を摂津も５．４

ヘクタール買収しましたけど、その分で

これだけ岸辺駅周辺で提供しますよと。

残りでマンションを建てていくと。防災

公園もあります。終末処理場の問題もあ

りますが、一定幾つかの枠は決まってお

りますが、ぜひ市民の皆さんが憩える遺

跡だとか、森林だとか、防災的な公園と

して活用できるように、当然市民的な論

議も踏まえながら、そういう活用をぜひ

考えていただきたいと思うのです。マン

ションの建設用地だとか、公園の問題、

道路、緑を含めて全体的な大まかな跡地

の活用方針についてお聞かせいただきた

いと思います。

　もう一つは、埋蔵文化財の試掘の状況

と結果についてであります。これまで、

この地で発掘されている埋蔵文化財につ

いては、貴重なものであるということで

お互いに認識は一致していると思ってい

ます。しかし、記録保存で現地で保存し

ないというのは基本方針であり、その問

題を含めて運動団体の方からはきちっと

対応すべきだということで再三申し入れ

もされているかと思います。そこで最近

の、昨年も含めて、試掘の状況について

どうなのか、説明をいただきたいと思い

ます。

　ＪＲ千里丘西口の問題であります。平

成１９年度は１万５，１３０円の予算が

使われています。今年は７００万円の予

算でということでしておりますが、ガー

ドの拡幅が来年に供用開始をされるとい

う状況に至る中で、それに加えて吹田市
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域の開発問題を見るにつけ、吹田の住民

の皆さんからもいろいろなご意見が寄せ

られています。いろいろ市民合意が基本

でありますが、市として西口側の駅前整

備問題について、都市計画法でできる当

初の計画もありましたが、駅前の整備の

問題について、一定どういう到達状況な

のか、教えていただきたいと思います。

　最後にコミュニティプラザ問題であり

ます。この間、論議はされてきています

ので、１点だけお尋ねしますが、コミュ

ニティプラザの建設までの代替場所、施

設として、ふれあいルームがあります。

さきの本会議でもこの活用問題について

はお尋ねしたところであります。改めて、

ふれあいルームの今後の活用問題につい

て、公室長の方では当初は暫定的な活用

であり、当然コミュニティプラザができ

た時点では売却するんだという方針の枠

は出ていないという答弁でありますが、

今回述べましたように、利用率が一番高

い。それは市民が使いやすいということ

であります。いろいろ地元でも何とか残

してほしい。自由に気楽に借りられると

いう点が現状になっているかと思うので

すが、改めてそういう点では暫定的な手

法ではなくて、恒常的に使えるようにと

要望するわけですから、きちっとそうし

た住民の意見も聞きながら、対応方を進

めていただきたいということであります

が、どうでしょうか。

○藤浦雅彦委員長　それでは答弁を求め

ます。

　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、南千

里丘まちづくりにかかわります質問に対

して、ご答弁申し上げます。

　初めに、ダイヘンの汚染の関係の質問

でございます。ダイヘンの工場の中では

解体のときに調査をされ、シス－１，２

－ジクロロエチレンという汚染物質が出

てきたということで市の方も報告を聞い

ております。

　大阪府とダイヘンさんが立ち会いされ、

それの除去作業に入って平成２０年５月

３１日に除去作業が完了したということ

で報告は受けております。その後、２年

間のモニタリングを義務づけられており

ますので、定期的に調査はされておりま

す。つい先日もされたということで、市

の方には報告が入っております。

　土壌の搬出量については、解体と同時

に搬出されていますので、我々の方で何

台、どれだけを搬出したかということは

把握しておりません。またダイヘンの方

からも何台搬出したという報告もいただ

いておりませんので、現段階では搬出状

況については把握しておりません。

　ただ、大阪府の立ち会いのもとで、そ

の土壌汚染に対する対処はされていると

いうことで報告を受けております。

　２点目のまちづくり交付金、あるいは

保留地処分についての考え方なんですが、

保留地処分とまちづくり交付金につきま

しては、別の性格なものでございまして、

保留地処分金の４億５，５００万円の処

分ということで、市としてはこの保留地

処分金をもって区画整理事業の事業費に

充てる。工事費とか、調査設計費とか、

いろいろな事業に充てていくということ

で、保留地を設けて、それを売却したお

金で事業費に充てるということでありま

す。

　その保留地を約３，０００平米ほど、

この事業の中で拠出、お互いに減歩を出

してきましたが、単純に申しますと面積

割合でいきますと、約４分の１を市が出

しているということになります。ただ、

評価とか、いろいろな条件がありますの

で、その辺の数字は変わるかと思います
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が、単純に持分割合でいきますと、約４

分の１を市が出しているということにな

ります。

　ただ、この予算を出したからといって、

市の用地としてそれだけ減ったのかとい

うのか、面積的には減っておりますが、

総資産価格としては区画整理事業上は減っ

ておりません。要するに道路をつけて、

その用地の評価を上げて余分な土地を売

却して事業費に充てているという考えに

なります。

　そして次の４４億円の今後の支出の状

況ということでありますが、前回の特別

委員会で増額させていただきまして、４

４億円の南千里丘まちづくりに対して支

出を考えております。現在も入札、工事

の発注等していく中で、徐々に確定して

いく部分がございますけれども、現段階

ではこの４４億円を超えることはないと

判断しております。

　そして、次に諸問題ということで踏切

の遮断時間についてのご質問だったと思

います。坪井の踏切が説明の中では当初

３５分から１割程度延びて３９分になる

ということなんですが、この遮断時間に

つきましては、地元の説明会の中で阪急

電鉄が説明されている内容でありますが、

坪井の踏切については、現ダイヤで運行

した場合、新駅ができたときにどれだけ

遮断時間が延びるのかといいますと、約

２分から３分程度ということをお聞きし

ております。３分弱ではなかろうかとい

うことを阪急さんからは聞いております。

　これがどのように影響するかというこ

となんですが、市としては確かに遮断時

間は延びます。それに対する安全対策と

しまして、踏切の拡幅、あるいは教育委

員会とも協議させていただいて、交通専

従員を通学時間帯に配置させていただく

ということで調整を図っております。

　次に、駅と住宅の距離が非常に近い、

その対応についてということであります

が、地元説明会を阪急と市とで共同で説

明会を行いましたが、地元の方から２メー

トルというのは非常に近いので、何とか

対応してほしいということで阪急の方に

検討依頼を申し入れまして、駅舎を一部

正雀側へ移動することによって、約２．

５メートルの距離が確保できるというこ

とで、地元の方では説明をさせていただ

いております。

　ただ、それで１００％納得していただ

いたわけでもないと思っていますので、

個々に住宅の方と協議を進めながら駅舎

工事を進めてまいりたいと考えておりま

す。

　そして、児童問題でございますが、こ

れは古い話になるのですが、平成１７年

度当初で南千里丘のまちづくりで住宅が

できればどれぐらい予測するかというこ

とで、私どもの方で一度検討した結果が

あります。古い調査なんですが、平成１

６年度の統計要覧でいきますと、摂津市

の人口を世帯数で割りますと、約１世帯

当たりに２．４人という数字でありまし

た。それを人口の比率と申しますか、摂

津市の子どもの比率を見ますと、約５．

８％ぐらいが摂津市の子どもの割合です。

要するに６歳から１１歳という子どもの

割合が何人いるかということですが、そ

れを計算しますと、平成１９年度で１回

見直してみました。それが５．８％とい

うことになっております。この地区で、

南千里丘まちづくりで約１，０００戸ぐ

らいという話も聞いておりますので、１，

０００戸で世帯数２．４ぐらいを掛けま

して、それに子どもの割合が何人いるか

ということで計算しますと、約１４０人

ぐらいがふえるのではなかろうか。これ

はあくまでも統計要覧からの数字であり
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ますので、この開発によって幾ら、何人

ふえるかということは我々も予測はつか

ない状況であります。

　それと、小学校の教室の問題につきま

しては、これにつきましては私の方から

ご答弁というよりも、今後教育委員会と

協議しながら、教育委員会の方でどうい

うふうに対応していただくかということ

をお願いしたいと思っております。

　それと、マンションの販売のターゲッ

トはどんな層に考えられているのかとい

うことですが、今の第一段階目の説明に

入られたマンションでは、ファミリー層

の対応と聞いております。

　次に、交通渋滞の問題でございますが、

確かにマンションの説明会の中では、車

については４４１台、自転車については

１，２３１台という数字が出されており

ます。確かに車がふえるということは、

その地区の中には車はふえますが、駅の

近いという立地条件ですので、通勤とい

うのは意外と電車を利用されるのが多い

のかと。ほかの地区で情報を聞いている

のですが、豊中でもマンションを建てら

れたときには、ほとんど駐車場をとらな

いマンションが出ている。実際にそうい

う鉄道を使われて、通勤されているとい

う状況をお聞きしておりますので、ここ

で通勤時間帯にどれだけ車が出ていくの

か。自転車が出るのかということを申し

ますと、我々は余り多くないのではない

か。通勤にしても、自転車で駅でしたら、

すぐそこに駅がありますので、自転車の

利用というのは少ないのではなかろうか

と思っております。それ以外の時間帯に

つきましては、ばらばらという形で利用

はされるかと思っております。

　そして、今後南千里丘まちづくりでマ

ンション計画、土地利用計画について、

わかる範囲で情報提供ということであり

ましたので、Ａ街区につきましては、も

う既に地元に説明されているようにマン

ションということでお聞きしております。

　Ｂ街区につきましては、先ほどもご質

問があったように、コミュニティプラザ

を駅前に配置して、摂津警察側の方で高

齢者住宅を一部考えられている。そして、

その警察側につきましては、今のところ

まだ情報として入っていないのですが、

住宅系というような話もお聞きしていま

す。

　そしてＣ街区、Ｄ街区につきましても、

地区計画の中では住宅供給ゾーンという

位置づけで民間にはその開発の地区計画

に沿ったような形でお願いしているとこ

ろであります。

　そして、次に、Ａ街区での１，０００

平米未満の開発ということで、大店立地

法に規制のかからない商業が入らないの

かということだったと思います。これに

つきましては、南千里丘まちづくりにつ

きましては、当初は駅前に幾ばくかの商

業を誘導して、活性化ということで地区

計画を定めてまいった経緯もあります。

ただ、開発時に民間の方が多分周辺の商

業状況、あるいは千里丘とか、正雀の商

業状況等、調査されていると思います。

そういった中で、今回この地区での商業

はなかなか採算性が合わないのではなか

ろうか。ほかのことで活性化ができない

かということで判断されたと思います。

　といったようなことで、今回住宅のみ

の開発ということで、申請が出てきてお

ります。市としては、地区計画の中でそ

の地区計画の法を犯さない範囲で計画が

出てくれば、それ以上、市の方としては

指導することができないと考えておりま

すので、その範囲内の計画で開発がなさ

れてきておるということです。

　そして、周辺の安全対策ということで、
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交通専従員、あるいは踏切の拡幅という

ことの中で、地下道の設置要望が地元の

説明会の中であったのではないかという

ことですが、市の方としては説明会の中

で、あるいはまちづくり懇談会の中で、

この地下道について、再三説明をしてま

いっております。この地下道につきまし

ては、摂津警察署と何回も協議いたしま

して、地下道の中でどうしても直角に曲

がってしまう。それが２回曲がりますの

で、コの字型に曲がってしまうというこ

とで、その地下道の部分で治安上問題あ

るという警察からの問題提起もされてお

りまして、指導も受けております。

　そして、駅近くでの公共施設につきま

しては、バリアフリー法が現在施行され

ていますので、それを犯すことはできま

せん。スロープなり、あるいはエレベー

ター等の設置が必ず義務づけられてきま

すので、そういったスロープの長さから

いきますと、物理的にも非常に困難、あ

るいは踏切を越してしまうという状況に

なりますので、そういった２点の点から、

この新設地下道はできないということで

断念しております。これらの内容は地元

に対しても同様の説明をしております。

　以上です。

○藤浦雅彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　阪急正雀駅前の整

備についてですが、十三高槻線が豊中岸

部線まで平成２２年度末の整備の予定で

現在進められておりますが、正雀駅前か

ら十三高槻線までをつなぐ動線の取り組

み、用地買収についてということであっ

たと思います。

　これにつきましては、現在道路課の方

で進められております。

○藤浦雅彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　まず正雀の

まちづくりの取り組みについてお答えさ

せていただきます。

　正雀のまちづくりにつきましては、当

初再開発事業という形で取り組んでまい

りましたが、現在、再開発事業で正雀の

まちづくりをやるということは非常に困

難な状況になっているということであり

ます。その中で、私どもまちづくり支援

課としましては、ソフト面でのまちづく

りに協力できないかという形で、正雀ま

ちづくりワークショップを立ち上げまし

て、いろいろ正雀の状況等を検討してま

いったところです。

　昨年、１９年度では皆さんの意見でま

ちを何とか自分たちで何かできないかと

いう形で、正雀のすずめのちびっこ広場

のブロック塀、及びそこにある屯所の壁

に絵をかきたいということで、それに対

して市として支援をしてまいったところ

です。

　先ほど、新留課長からありましたが、

ハード系の基盤整備につきましては、ま

ちづくり支援課でなくて、現在道路課の

方で道路の用地買収に取り組んでいただ

いているところでございます。今後、ま

ちづくり支援課としては、現在、ハード

系のまちづくりの取り組みというのは少

し難しいのかなと。ワークショップ等で

地元と話をする中で、お話もありました

ように、バスの導入とか、バス、車の寄

りつきについても、その中で話し合って

いければいいというふうに考えておりま

す。

　次に、吹田操車場の市の負担について、

ご質問ですが、市の負担につきましては、

市の持っております用地の保留地分の減

歩によります負担、それと補助金に対し

ます市の負担という形で、現在考えてお

ります。

　ご質問のありました整備に関する基本

協定で、負担増というところがどういう
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ことかというご質問ですが、これにつき

ましては現在、２０年度末の事業認可に

向けまして、事業計画等を作成しておる

ところでございますが、当然、十分事業

採算性、将来を見越して事業計画は作成

しておりますが、昨今の経済情勢を見る

中で、どういう不測の事態が起こるとも

わかりません。その中で、協定の中では

万が一そういう不測の事態、考えられま

すのは物価高騰等によります事業費の増

大、地価の下落によります保留地処分金

が思い通りに確保できないということも、

想定しておく必要がございます。これら

の想定時には、当然、事業採算は合わせ

てまいらなければなりません。

　現在、保留地減歩は、地価が今の評価

と従後の評価というのはイコール以上で

あるという形の中で、まだ若干減歩には

余裕がある形で設計をさせていただいて

おります。

　その中で、減歩という形で新たに保留

地分の再減歩をするということも一つは

手段としてあります。また改めて補助金

等を導入するということも考えられると

いうことを記載いたしたものでございま

す。

　保留地につきましては、今まだ保留地

減歩等、確定しておりません。これから

の話になりますが、今まで申しておりま

すのは摂津市域につきましては、減歩で

６０％という話をさせていただいており

ます。

　補助金の市の負担につきましては、約

２億円というふうに今までもお示しさせ

ていただいたと思っております。

　次に、土地利用ですが、昨年度吹田操

車場のまちづくり全体構想という形で摂

津市域につきましては、都市型居住ゾー

ンという形のゾーニングをさせていただ

いております。今年度は、そのゾーニン

グをコンペの結果も含めまして、アイデ

アも入れまして、もう少し詳しく土地利

用を表現できるように現在、まちづくり

の基本計画作成に着手しているところで

ございます。

　皆さんの憩える場ということでは、市

としては１ヘクタールの公園用地を取得

しまして、現在、市民の意見を聞きなが

らどういう公園の配置等がいいのかとい

うことも今現在検討しているところでご

ざいます。

　都市型居住ゾーンの中身につきまして

は、住宅に特化するのではなくて当然、

民間活力でまちづくりがされてくるので

すけれども、市民の生活支援という中で、

ある程度の商業とか、保育所とか、そう

いう生活を支援する施設の導入、土地利

用も可能な形の中で基本計画を現在、考

えておるところでございます。

　次に、吹田操車場の文化財の調査の状

況についてでございますが、これにつき

ましては鉄道機構の方で平成２０年３月

から６月にかけまして調査を実施されて

おります。摂津市域で３３か所を実施さ

れたと聞いております。これにつきまし

ては、建物を建てる前の試掘調査という

ものではなく、地域が非常に広大である

ためどの辺にどういう文化財が本当にあ

るのか、ないのかというのを知るための

事前調査といった内容の調査でございま

す。

　現在、３３か所の調査を終えられて、

中身としましてはいろいろ土器等が出て

きていると聞いておりまして、現在、生

涯学習スポーツ課の方で整理作業を行っ

ておられます。聞いておりますところで

は、年内に報告書を作成したいという中

で作業を進められていると聞いておりま

す。

　次に、千里丘西についてでございます

－12－



が、千里丘西につきましては、昨年につ

きましては、今まで準備組合が今考えて

おられる再開発区域で、あくまで再開発

をしていきたいという意向のもと、反対

地権者の説得等を行ってまいったわけで

すが、なかなか成果が上がらないという

状況で、昨年私どもとしましては、区域

にこだわることなく、何とか千里丘西を

動かせるような方向で検討することにつ

いて協議をしてまいりました。

　平成２０年度では、一定、再開発準備

組合に対していろいろと提案できるよう

現在、調査を行っているところです。そ

れにつきましては、区域の変更とか駅前

広場の規模の変更、位置の変更等も含め

まして、今現在、今年度の委託事業とし

て実施しているところでございます。

○藤浦雅彦委員長　長江参事。

○長江都市計画課参事　阪急正雀駅前に

関します、ご質問の中で３点目と４点目

にございました連続立体交差事業に関す

るご質問に関しましてご答弁させていた

だきます。

　まず最初に連立事業の取り組みについ

てのご質問でございますが、ご質問の中

にもございましたように、平成１９年度

につきましては、摂津市が事務局となり

まして阪急電鉄と連続立体交差検討連絡

会といった組織で大阪府にオブザーバー

という形で加わっていただいて、勉強会

をスタートしたというものでございます。

　平成２０年度、今年度には事業主体で

あります大阪府が国から山田川から大正

川までの阪急京都線の区間について、連

続立体交差事業の調査の新規事業採択と

いうものを受けまして、現在、事業主体

であります大阪府を中心にしまして、摂

津市、阪急の３者で連立の調査検討会議

といったものを立ち上げまして、この調

査検討に関するスタートを切ったという

段階でございます。

　これにつきましては、調査検討会議の

中でも国費調査、国費をもらって調査を

するということですので、国費調査が今

のところ２か年、あるいは３か年かけて

鉄道の調査、検討をしていくという状況

でございます。

　正雀駅の高架を断念したが、正音寺踏

切は高架になるのか、あるいはならない

のかというご質問があったかと思います。

正雀駅の高架につきましては、平成３年

度には吹田市域の安威川から茨木市域の

大正川に至る区間の連立構想というもの

がございました。この中では特に正雀駅

北側にあります車庫の問題で、そこから

以降の検討というものが進まなかったと

いう経緯がございますが、そういった意

味で、駅そのものの高架というのは非常

に技術的、費用的に非常に厳しいものが

あるというのはあろうかと思います。そ

の一方で、連立の調査区間を今のところ

山田川から大正川としてございますが、

先ほど申し上げました１９年度の交差連

絡検討会の中で、幹線道路であります正

雀一津屋線、この踏切を解消するという

ことは連立の効果としては非常に大きい

ものがあるということで、この正音寺踏

切を高架できるかできないかということ

を検討してはどうかという議論がござい

ました。正音寺踏切につきましては、ご

承知のように正雀駅が非常に近い、近接

しておるわけでございまして、例えば、

列車の走行に非常に重要な分機器とかが

駅の近くにあるとか、駅から車庫への導

入の線路があるとか、あるいは列車の通

過待ちのための体制があるとか、そうい

う重要な施設が、まさに正音寺踏切の近

くにあるというふうになるわけでござい

まして、そういった制約条件というのを

クリアして、これから正音寺踏切が高架
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にできるか、できないかというところを

まさに検討していくという段階でござい

ます。

　それから、工事費でございますが、こ

れは３２５億円という概算事業費という

ご説明をさせていただいておりますが、

平成１５年度当時に行った予備調査に基

づく試算の額でございます。

　いつごろ最新の事業費が出るのかとい

うご質問でございますが、先ほど申し上

げましたように、国費調査を今年度から

２か年、あるいは３か年かけてやってい

く。この中で概算事業についても把握を

していきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、私から

コミュニティプラザの整備にかかわりま

す現在のふれあいルームの今後の利用等

につきましてのご質問だったと思います。

　基本的に平成１８年４月だったと思い

ますが、旧福祉会館を閉館し、その後、

ふれあいルームを暫定的に利用するとい

うことを主軸にルームを開館したという

経緯がございます。

　その前に、ふれあいルームの今の施設

がございますが、基本的な市の方針とい

たしましては、売却用の用地として選択

し、されておりました。

　その後、福祉会館の影響を受けて、今

は暫定手続をさせていただいております

が、やはり仮称コミュニティプラザ複合

施設が平成２２年の春を目途に整備を進

めようとしておりますが、それが供用さ

れれば当然、施設そのものはすべての機

能が移転されるだろうと我々は思ってお

ります。

　ということは、施設が平成１８年３月

以前の利用の形態に計画としては戻ると

いうふうに我々は思っております。とい

うことは、売却もありという話になりま

すが、ただ、今後、そのあたりは当然ほ

かの施設もいろいろございますの、その

あたりと総合的な判断の中で結論が出さ

れてこようかと思っております。

　もう１点、そのあたりの利用の方法等、

今までいろいろありますが、今回、コミュ

ニティプラザを整備するに当たりまして

は、そのあたりを十分精査した上での施

設導入でございますので、すべてカバー

ができるというふうに我々は判断しての

検討でございますので、その点、よろし

くお願いいたします。

○藤浦雅彦委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　先ほどの答弁の

中で、児童の増加数のことにつきまして、

１６年度データと１９年度データを混合

して説明しましたので、改めて１９年度

で説明させていただきたいと思います。

１９年度の統計要覧でいきますと、人口

が１９年度１０月現在ですが、８万３，

３９１人になっておりまして、世帯数が

３万５，３２９世帯になっております。

それを割りますと、１世帯当たりの人口

が２．３６人ということになります。子

どもの比率につきましては、人口は同じ

なんですが、６歳から１１歳が４，８５

５人ということになっておりまして、比

率につきましては、５．８％という数字

になります。そして、南千里丘のまちづ

くりの区域内で約１，０４０戸ぐらいと

いうことで聞いておりますので、それを

掛けますと約１４０人程度になるという

ことで、先ほどの訂正をお願いしたいと

思います。

　当初、１７年度にはマンションの数が

若干少なかったものですから、当初は１

００人程度を予測しておりました。

　以上です。

○藤浦雅彦委員長　野口委員。

○野口博委員　２回目の質問をさせてい
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ただきます。

　まず阪急正雀駅前の問題であります。

今年度１，０８０万円の予算で調査がさ

れているわけです。高架の問題について

はいろいろなご意見もあろうかと思うの

ですが、その効用についてはきちっと大

になるように取り組んでいくというのが

基本であります。あとのいろいろな調整

をきちっとやっていただくという前提が

ありますが。

　そうした場合に、これまでは正音寺踏

切、正雀一津屋線の踏切を含まなかった

ということがありました。きちんと入れ

ていただいて、ただそれだけ住宅密集地

側に駅に近いということがありますから、

住宅がたくさんあります。そういういろ

いろな問題もプラスで出てきますが、そ

の辺の整理もきちっとしていただいて、

ご答弁にあったいろいろな制約条件につ

いても検討されているというお話であり

ました。ぜひその辺をきちっと出してい

ただいて、その問題についても委員会で

も論議できるように、ぜひお願いしてお

きたいと思います。

　事業費の問題であります。平成１５年

と１６年度２か年で調査されて、連続立

体交差化の事業が３２５億円という数字

でありました。その後、南千里丘が進ん

できまして、先ほどは４３億９，９００

万円、４４億円の事業費、これ以上ふえ

ないと断定をされましたが、僕はそうで

はないと思うが、その分で現時点では平

成１５、１６年にたてた数字よりも、摂

津市の負担は１５億円から２２億円とふ

えています。そうしますと、連続の立体

の５５億円を大分ふえると思いますが、

これを足しただけでも１００億円近くな

るのです。

　いろいろ財政状況もご承知されている

と思いますが、今後摂津の財政状況を見

た場合でもなかなかしんどい部分も数字

的に出てくるだろうと思います。

　そういう意味では、今日は最新の数字

を早く出すべきだという立場で、この問

題を質問させていただいているのですが、

判断していきたいと言いましたか、今１，

０８０万円で調査されている中で、まと

まった時点でこういう数字も出てくるの

かどうか、確認の意味で再度お答えをお

願いしておきたいと思います。

　南千里丘の開発問題であります。旧ダ

イヘン用地の汚染土の問題であります。

吹操跡地もそうでありますが、開発して

環境を意識した取り組みを進めていくと

いう相反する課題を、今追求しようとし

ていると思っておりますが、本来ならば

吹操もそうでありますが、先人のいろい

ろな努力を土台にして自然を生かした環

境というところが、普通環境問題を考え

た場合の自然だと思うんです。

　その中でいろいろ申し上げているわけ

でありますが、大阪府が立ち会って、対

処したということで、その域にある市と

しての把握状況が出ていないのです。ぜ

ひ当委員会に報告書を、どのぐらい出た

のかということと、今報告書をまとめて

いるという話でありますが、まずどれく

らいの汚染土を搬送したのかということ

が１点。

　以前からモニタリングをしていきます

が、環境意識した開発をしようとしてい

るわけですから、ぜひその都度、その都

度、当委員会に報告できるように、初歩

的な環境問題に対する姿勢の問題として

受けとめていただいて、ぜひそういう対

応をお願いしたいと思いますが、どうで

しょうか。

　全体事業費の問題です。参事の方はこ

れ以上、ふえないというお答えでありま

した。平成２０年度で４３億９，９００
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万円という数字が出ました。出発が平成

１６年３月の構想では２８億円余りの工

事でありましたが、そのうちの負担が１

４億４，６００万円という出発でありま

した。１７年、１８年、１９年、２０年、

４年間で１３億円も市の負担としてはふ

えているわけです。工事予算も２４億８，

０００万円から約４４億円と約倍近くふ

えているわけです。

　それで、この間、取り組まれて、これ

以上ふえないというご答弁かもわかりま

せんが、先ほどおっしゃった中で、コミュ

ニティプラザの中のいろいろな備品だと

か、建物は摂津に帰属はされるけれども、

設備関係は当然建物に付随していますか

ら、入っていると思いますが、備品だと

か、その他の部分、当然ふえる要素にな

ると思いますが、その辺を含めてどうな

のか。

　当然、境川の工事の部分も関係して、

一定交付金がプラスされていますが、単

純に考えてもふえる要素が幾つかありま

すので、コミュニティプラザの備品など

では数千万円単位ではないと思いますの

で、きちっとその辺はご答弁していただ

ければと思います。

　開発による諸問題です。もう少しいろ

いろ限界もありますが、摂津市として開

発によって生じる諸問題について、対応

されていると思いますが、ぜひ敏感にき

ちんと対応していただきたいというのが、

全体を聞かせていただいての感想であり

ます。

　ホームの外壁と北側住宅との２．５メー

トル間隔問題であります。個々の住宅側

と協議していくという、そういう問題に

対する答弁の復唱をされましたけれども、

これはどういう意味でしょうか。個々の

住宅側と協議していくという。騒音問題

にしても何にしても、これまでなかった

ところにホームが来ますということ、状

態としては。いろいろ建築基準法上、斜

線制限で法律に抵触するという開発もあ

りますが、そうではないわけで、行政側

として建てるのは阪急であり、熊谷組で

あるけれども、地元自治体としてこうい

う個々と協議というところはわかりませ

んので、もう少しちょっとわかりやすく

ご説明いただきたい。

　児童生徒がふえるという問題でありま

す。意見だけ申し上げておきますが、平

成１９年度の統計を使われて試算されて

いるという話でありまして、初めてその

数を知ったのですが、１４０名と。これ

から具体的な問題については学校も含め

て協議されるということだと思いますが、

心配しているのは、今年の三宅柳田小学

校の学童保育室の対応問題であります。

確かに、補助金の問題が若干変わりまし

たが、普通自然に考えて、４月から三宅

と柳田は合体して、三宅の学童の方もそ

こを利用されます。人数がこれだけふえ

ますと、わかっていて予算を組んだのに、

４月当初には増設工事も間に合わなくて、

間もなく完成すると言う状況であります。

　そういう対応を見ていまして、大変心

配であります。そういう点で、担当の方

では平成１９年度の統計を受けて、試算

されているということで、準備はされて

いるという様子が伺えるわけであります

が、摂津で多い順番からいったら１番、

２番の学校であります。話では摂津小学

校では学童保育室、普通教室を使ってお

りますが、ほかの場所に移れないかと。

そういう話もされているということも聞

いておるのですが、三宅柳田小学校の状

況を見ても、この間、増築だとか補強工

事をする中で、大変狭くなっています。

　今後も学園町、鶴野も含めて、景気の

問題もありますが、ふえる要素は当然あ
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るだろうと思っておりますが、課題校、

児童生徒が多い、こういう状態になって、

それに対する対応が遅くなったら、また

違った意味で、二重の意味で大変な状態

になるだろうと思っておりますので、そ

ういう点できちっと今から、この問題に

ついても準備方を進めていただきたいと

いうことでお願いしておきます。

　交通問題であります。だいぶ担当はがっ

かりされていると思うのですが。そうす

れば、例えば、今回Ａ街区の開発でこう

いう数字が示されましたが、先ほど１，

０４０戸、全部開発が終わった時点の聞

いている範囲の数を一回明らかにしてく

れませんか。

　駅利用者１万２，０００人ということ

で、新聞報道はされておりましたが、駅

の利用者が何名で、それに用意している

駐輪場、ふれあい広場に予定されている

駐車台数、この辺全体で明らかにしてい

ただきたいと思います。

　Ｂ街区、Ｃ街区、Ｄ街区の今後の開発

問題に関連しては、そういう答弁しかな

いかもしれませんが、今回Ａ街区で２０

階建てが計画されているという点で、す

ごい圧迫感が当然あります。工夫されて、

階段状に建物を配置して、斜線制限をク

リアしているということになろうかと思

うのですが。特に旧福祉会館のＤ街区に

ついて、大変心配をしています。住宅に

近いわけであります。ここにもし２０階

ができれば大変なことになるわけで、そ

ういう建築制限条例だとか、用途地域の

変更だとか、いろいろ市としてはさまざ

まなゾーニングをして、そういう縛りを

かけて、取り組んできた結果が逆に周辺

の環境を阻害するということになったら

大変な状態にでありますので、そういう

点では少なくともＤ街区については一定

の行政としての大枠として考えを持って

いただいて、ジェイ・エス・ビーと基本

的な論議はしていただきたいと思います

が、どんなものでしょうか。

　周辺の安全対策問題で交通専従の問題

とか、踏切の問題とか答弁がありました。

いろいろ地下道の問題については、そう

いう技術的な話もされたと思いますが、

いろいろ開発問題については私どもとし

ては税金を多額に使うので住民合意だと

か、開発問題についてそこからきちっと

整理すべき立場で物を言ってきましたが、

必要ならば当然財政措置をして取り組む

べきだという立場は変わっていません。

　しかし、いろいろ巷間では、行政側の

発言、言動に誤解を招くものがありまし

たので、細かいことは言いませんが、地

元説明会なり、そういう場での出席され

た職員さんの発言問題についてはそうい

う誤解を招くような発言はやめてほしい

ということで、これはきちっと申し上げ

ておきたいと思います。

　吹田操車場跡地問題です。結局、負担

の問題で見ますと、景気の動向が不透明

であることも考えますと、不安定だと。

一般的に当初の開発計画の場合、当初だ

んだんとふえていくという傾向にありま

す。現在、用地買収の１４億円も含めて、

埋蔵物の発掘を含めますと、約３１億円

ぐらいの市の負担になるだろうと思って

おります。当然、発掘の場所、面積によっ

て、この金額の上下はありますが、これ

にこうした保留地の処分だとか、補助金

の条文だとかを見ますと、結局、開発に

よって、言葉は悪いですが、失敗したら

その分は税金で面倒見るということが条

文上はっきりうたっているわけです。そ

の度合いは別にしまして。そういう点で

は、そういう開発に摂津市が踏み出した

ということであります。その点はきちっ

と肝に銘じていただいて、取り組みを進
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めていただきたいと思うのですが、少な

くとも用地の活用問題については、先ほ

ど申し上げた遺跡や森林や防災、こうい

う公園として活用できるようにぜひ努力

をしていただきたいと思います。先ほど

のご答弁では、保育所だとか、商業施設、

可能な形でできるように検討していると

いう話でありますが、貴重な用地でもあ

りますし、多くの皆さんが憩える空間と

して活用できるように、そういう正確な

活用として取り組んでいただきたいと思

いますが、どうでしょうか。

　千里丘西口の問題については、年度が

またがりますので深くは突っ込みません

が、平成２０年度の７００万円の予算の

と取り組み状況を言ったら年度がまたが

りますので、あれでありますが、もう少

し地元の準備組合との関係で、どういう

状況になっているのかということも含め

て、それと今の現状だとか、吹田の開発

関係でどういう認識でおられるのか。開

発ということよりも少なくとも、あの三

角地に出入りするための安全対策とか、

駅前広場の安全な対策という点では、駅

前整備は当然必要だと思っておりますし、

そういうことも含めて、ちょっと決意も

含めてお尋ねしておきたいと思います。

　コミュニティプラザの問題であります。

代替施設として活用しておいて、そうい

うコミュニティプラザ完成後すべての要

因をカバーできるという前提で取り組ん

でいると。総合的に判断をしていきたい

とおっしゃいました。

　その言葉をおかりするようであります

が、実際に多くの皆さんが身近に使って

おりますので、そのことも総合的判断に

入れていただいて、ぜひ恒常的に使える

ように、このことを前提としていろいろ

な摂津市内の公共用地の売却問題とか、

いろいろなことが発生しますが、一番使

いやすくて多くの方が活用しています。

そういう現実は見ていただいて、総合的

なご判断をいただきたいと思うのですが、

もう一回ご答弁お願いします。

○藤浦雅彦委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　２回目の南千里

丘のまちづくりにかかわるご質問につい

てご答弁させていただきます。

　１点目のダイヘンの土壌汚染の関係で

ございますが、ダイヘンが土壌汚染を調

査された段階で、大阪府から管理区域に

指定されております。その部分につきま

しては、建物を取り壊す前からバクテリ

アを注入して、バクテリアでも除去して

いく方法を最初からとられております。

それで、建物が除去された後、今度は現

地でもう一度調査されて基準以下かどう

かというのをチェックされております。

そして基準以下で落ちていないので、今

度は物理的に鉄粉混合という形で地下に

鉄粉を注入しながら酸化させていくとい

う方法をとられております。それにつき

ましては、私どもの方も現地で立ち会い

させていただいて、どんな状況で除去さ

れているか。要するに影響のない土壌に

改良されているかということも確認して

おります。そのときには大阪府も同時に

立ち会いをして、現場を確認しておりま

す。

　その後、建物が撤去され、汚染した土

についてはどれだけ搬出されたのかとい

うことはダイヘンの方から今のところ報

告いただいていませんので、ダイヘンの

方へ要求しまして、どれだけのものを出

していただけるのか確認して、報告させ

ていただきたいと思います。

　そして、次に、総事業費の話でござい

ますが、４４億円につきましては、コミュ

ニティプラザは当初から含まれておりま

せん。境川の事業費につきましては、今
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年の６月に６億５，０００万円を上積み

させていただいた。その中で４４億円と

いうお金が、事業費が出てまいりました。

その中で境川がボックス化になった時点

で、当初計画していた事業も見直して、

廃止していく方向も考えております。そ

ういったこともありまして、今の段階で

ははっきりとした数字は出せないのです

が、もう一つは中学校との協議の中で中

学校からの要望も出ております。そういっ

たものを精査していっても今の４４億円

は超さないだろうと想定しております。

ただ、ここの中にも連立事業というのは

一切含まれておりません。要するに南千

里丘まちづくり事業と区画整理事業しか

含まれておりませんので、コミュニティ

プラザの予算につきましては、含まれて

いないという状況でございます。

　次に、諸問題につきましての近隣の方

の合意、説明ということですが、近隣の

方の要望といいますのは、個別に違って

おります。例えば、騒音の問題を主張さ

れている方、あるいは日照の問題を主張

されている方、あるいは線路の法面の景

観のこと、環境のことを主張されている

方、かなり違ったような意見も出ており

ますので、そういった意味で個別に協議

させていただいて、どれがいいのかとい

うことを相談させていただいておるとい

うことです。

　それにつきましては、市の方も説明し

てほしいということであれば、市で対応

できる分は市でいきますし、阪急と共同

でいかなければ、説明できないものにつ

きましては、阪急電鉄と共同で説明に伺っ

ております。

　また、説明をしてほしいということで

あれば、市の方からも説明に伺う予定も

しておりますし、市の方へ来ていただい

ても結構かと思っております。

　交通問題でありますが、駅前にどれだ

けの駐輪を計画しているのかというご質

問だったと思います。当初計画から、当

初１，１００台という数値を出させてい

ただきましたが、その後、阪急電鉄、市

の交通対策課と交えて、駅前にどれだけ

の駐輪予測が必要かという協議をいたし

ました。その中で、ほかの市の事例、あ

るいは千里丘の事例を踏まえると、乗降

客が１万２，０００人であれば、自転車

は１，２００台以上、そして原付、単車

等につきましては、約１２０台が必要で

はないかということで、それを目標に整

備計画を進めております。ただ、用地に

つきましては、限られた用地の中でござ

いますので、分散した形ではなるかと思

うのですが、その台数を確保できるよう

に現在、努力をしておるところでありま

す。

　それと、Ｄ街区の住宅供給ゾーン、現

在の福祉会館のある部分でございますが、

現在、福祉会館が建っているというのは

４階建てが道路６メートルほど離れて、

住宅に接近して４階建てが建っておりま

す。そういった面で、かなり日陰等が影

響あるのかなと思っております。その建

物をこれから取り壊しまして、民間で住

宅供給ということで、おそらくマンショ

ンになろうかと思いますが、今度は建築

基準法に基づいて日陰等を守らなければ、

開発ができませんので、そういった形で

ある程度離れたような状況になるのでは

なかろうかということは予測しておりま

す。

　容積率とか、建ぺい率につきましては、

この南千里丘まちづくり事業によって変

更はしておりません。そのままの状況で

用途地域になっておりますので、市とし

てはそれ以上のことは言えないのかなと

思っております。
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○藤浦雅彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　吹田操車場

跡地の土地利用のご質問ですけれども、

吹田操車場跡地の土地利用につきまして

は、昨年策定させていただきました、ま

ちづくりの全体構想をもとに、土地利用

を検討させていただいております。その

中で、議員ご質問もありましたように、

森林とか防災性を含めて、市民の憩いと

いうようなお話もございましたが、それ

につきましては、公園用地として１ヘク

タールの用地を新たに取得しております。

　また、区画整理事業において公園、緑

地等も生み出しております。これらを含

めまして吹田操車場跡地全体に対しまし

て、約１８％ぐらいの緑地空間が生まれ

ることになります。

　それに加えまして、鉄道機構より貨物

建設に伴いまして、緑地、緑道が整備さ

れるという状況です。

　また、土地利用につきましても、全体

を住宅とか施設で埋めてしまうのではな

くて、住宅につきましても空地とか、緑

地、その辺も含めまして良好な住環境を

備えました都市型居住ゾーンとして整備

してまいりたいと考えていますので、ご

理解よろしくお願いします。

　それと千里丘西の現状についてでござ

いますが、準備組合は先ほどもご答弁さ

せていただきましたけれども、最初はあ

くまで今の再開発区域にこだわっておら

れましたけれども、現在は市の方で一定、

区域変更についても検討すると言うこと

に対しては同意をいただいております。

こういう状況の中で、できるだけ早く準

備組合に提示できる資料を作成しまして、

準備組合とも今後の進め方について話し

合っていきたいと思います。現状につき

ましては、確かに交通安全上、非常に安

全な状態ではないというのはよくわかっ

ておりますので、それも含めまして、準

備組合とも話します中で、どういう形で

あそこを整備していくのがいいのか。再

開発事業なのか、または再開発というの

をあきらめて、例えば、単独での道路整

備事業ということもありますので、その

辺も今年度やっております結果を踏まえ

まして、できるだけ早い時期に市として

の方向を出していかなければならないと

いうふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　長江参事。

○長江都市計画課参事　先ほどの２回目

のご質問の中で連立事業の概算事業費３

２５億円が新たな数字として見直しが調

査完了した時点でされると理解していい

のかというご質問があったかと思います

が、２年、あるいは３年かけまして調査

をやっていくという中で、調査がまとまっ

てきた段階で新たな事業費というものが

出てくるというふうに考えてございます。

○藤浦雅彦委員長　吉田参事。

○吉田市長公室参事　それでは、私の方

からはコミュニティプラザにかかわりま

す備品関係、費用に対してどうだという

ご質問だったと思います。その件につき

ましては、南千里丘事業と仮称コミュニ

ティプラザ複合施設にかかわる費用とは

完全に我々は別という認識をいたしてお

ります。

　と申しますのは、このコミュニティプ

ラザ、旧の福祉会館の代替でございます

が、平成２年３月に総合福祉会館周辺整

備構想というものを策定し、それ以後、

その検討に入っているというような経過

がございます。この南千里丘自体が平成

８年度より検討に入っているというよう

なことで、基本的には我々は南千里丘が

事業されなくても福祉会館に対する再整

備という責任を負うということを前提に、

やはり別の整備であろうという認識の中
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で検討しております。

　ということは、今現在、前回９月２日

の本特別委員会の方でご報告させていた

だきました寄附行為に関する協定に関す

る骨子でございます。あの中は基本的に

は我々は市の土地の上にコミュニティプ

ラザを建てていただくということが前提

であります。ただし、現在我々が検討に

入っておりますのは、それにかかわりま

すＡＢＣを分けております。

　つまりＡというのは、建物の中のドア

とか、トイレの仕様とか、窓とかいろい

ろな照明、電気周り、水周り等が基本的

に工事に含まれる設備でございます。Ｂ

というのが、例えば附帯施設、つまり舞

台をするとか、照明をするとか、基本的

な枠から出た使用を別に設ける場合はＢ

コースといいます。Ｃコースと申します

のが、この部屋で言いますとカーテン、

時計、机、いす、これが通常のＣコース

といいます。それを我々はＡＢＣ、つま

りＡは設計に入れてください。Ｂは協議

しましょう。Ｃは我々が用意しますとい

うようなすみ分けを今現在整理いたして

おります。

　そこで、当然、その分は費用は相当か

かる。例えば、事例を申し上げますと、

島本のふれあいホールだったと思います

が、あそこの備品だけ、ＡＢは含みませ

ん。Ｃの備品関係だけで２億４，０００

万円の見積もり価格になります。和泉市

のホールにつきましては４億円何ぼを一

般の備品費用となっています。通常はＡ

Ｂを工事の方の使用に含んで工事を通常

されます。ということは一般の備品だけ

でそれだけの費用がかかっているという

ことを踏まえまして、我々の方は南千里

丘事業とは完全に分けて、この部分を今

検証に入っているという状況でございま

して、それについては整理ができ次第、

またご報告したいと思っております。

　次に、ふれあいルームの件でございま

すが、やはり市民の方々のご意向を確認

しながらということは我々も重要な要素

だというふうに認識しておりますし、ま

たまちづくり懇談会の中でもいろいろな

形でご意見も賜っているという経緯はご

ざいます。

　ただ、我々といたしましては、今現在、

地域コミュニティということで全市的に

センターの考え方を整理しているという

ようなことで、今検討に入っていますし、

その中でやはりコミュニティプラザその

ものも地域の利用していただくための施

設であるという観点も持っておりますの

で、全市的にコミュニティのあり方、地

域のコミュニティの施設のあり方等を含

めまして、今後検討してまいりたいとい

う中で、総合的な判断になろうと思いま

す。

○藤浦雅彦委員長　野口委員。

○野口博委員　個別問題では再度確認と

いうことで、ダイヘンの汚染土の問題に

ついてはきちんと聞いていただいて、報

告をお願いしておきたいと思います。

　南千里丘の開発に関連する、Ｄ街区の

問題ですが、用途変更していないという

ことで、建築基準法の中でしか対応でき

ないだろうという話でありますが、例え

ば今、旧福祉会館４階建てであります。

少なくともこれ以上高くなるわけで、配

置によりますが、１０階とかそれ以上と

かになる可能性もあります。それを踏ま

えて、一度胸襟を開いて、周辺環境を最

低維持していくという立場でぜひ俎上に

のせていただいて、懇談も意見交換もぜ

ひやっていただきたいと思います。

　阪急の連立の問題でありますが、担当

は２年ないし３年の調査ということをおっ

しゃって、この平成１９年度の１，０８
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０万円の調査が組まれていますが、その

調査期間全体の費用が１，０８０万円な

んですか。その辺、それでよければ答弁

は結構であります。早目にいろいろ資料

を出せるように努力はしていただきたい

と思います。お願いしておきます。

　それと、吹操問題であります。一度、

事業費について検討しているという話で

あります。今年度末で出していきたいと

いう話でありますが、大まかに市の負担

は現状で３１億円前後ということであり

ます。保留地の処分状況だとか、補助金

の問題とか、諸般の事情で若干変動ある

という話もされましたが、例えば、保留

地処分で６０％という減歩率が言われま

した。補助金で２億円ぐらいになるだろ

うと言っています。

　例えば、３１億円の中に補助金だとか、

保留処分金を６０％を金額で換算した分

は入っていないと思うのです。そういう

点で、全体工事は今の時点で具体的に言

いますと、保留地の６０％減歩であれば、

金額は換算するといくらになるのか。補

助金が２億円ですから、その分が市とし

ては１０億円で売却をし、今後の開発に

よってプラスマイナス決まってきますが、

現状ではそういう計算も成り立ちますの

で、数字をそういうふうに示していただ

きたいと思います。

　最後、意見だけ申して終わりたいと思

うのですが、基本的な問題であります。

改めて二つの開発で６０億円のお金が投

入されようとしています。さきの市長選

挙で一定の政治的判断も出てきたところ

でありますが、投票率の低さとか、得票

率の問題とか、いろいろ考えますと、そ

の中でいろいろな市民の方々のご意見を

いろいろな形で聞いてきたわけでありま

すが、自治体の一番の仕事は市民を守る

ことであります。今日的に住民の実態で

申し上げますと、摂津で取り組んできた

いろいろな運動面では、国民健康保険証

が与えられていない子どもたちの問題が

「朝ズバ」などマスコミでも取り上げて、

新聞でも明らかになって全体では３万３，

０００人ということです。少なくとも幼

児や児童生徒の子どもたちに国民健康保

険証を渡そうということで、社会的に大

きな問題になって摂津の短期証でありま

すが、１１月に６人の子どもたちに短期

保険証がわたりました。こういう実態も

市民生活に対する対応としてありますし、

国民健康保険料を値下げをし、あらゆる

保険料にする問題もありますし、障害者

１０歳以後の負担の問題もありますし、

この間の景気悪化の中で最後のセーフティ

ネットである生活保障に対する対応問題

も問われているわけです。そういう意味

ではいろいろな物事を進めていく場合に、

自治体の仕事は市民の暮らしを守ること

であります。そのために税金を活用すべ

きであります。そういうことを基本にし

て考えた場合に、いろいろな諸問題を抱

えて、今日に至っておりますので、そう

した市民の暮らしを見ていただいて、改

めて税金の使い方についても、そうした

視点を忘れずに、対応していただきたい

ということを申し上げて質問を終わりま

す。

○藤浦雅彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　吹田操車場

の件でございますが、先ほど減歩６０％

と申しましたが、これは公共施設整備公

社、例えば、道路、公園になる部分、そ

れと保留地になる部分含めて全体の区域

平均でおおむね６０％というお答えをさ

せていただいております。

　それで、金額ですが、この６０％分の

減歩分を金額に換算すればというお話で

すが、区画整理事業の土地といいますの
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は従前従後で評価は変わらないというふ

うな考え方をしております。

　ですからこれを金額にして、負担とい

う見方というのは区画整理では考えませ

んので、これはご了承いただきたいと思

います。

　それと、補助金の分ですが、これにつ

きましては、この間お示しさせていただ

きました中期財政計画の中の吹田操車場

の総事業費の中にこの部分も含まれてお

ります。

○藤浦雅彦委員長　野口委員の質問は終

わりました。

　暫時休憩します。再開は１２時５０分

からさせていただきます。

（午前１１時４８分　休憩）

（午後　０時５０分　再開）

○藤浦雅彦委員長　休憩前に引き続き再

開します。

　質問を続けます。川口委員。

○川口純子委員　事務報告書の１９５ペー

ジ、１９６ページに請負の中身が書いて

あるのですが、これをずっとわかるとこ

ろを全部説明していただけたらと思いま

す。どういうような契約先で、随意契約

は全くないのか、そういうことも含めて

個別に、これは全部お聞きしたいと思い

ます。

　ただ、南千里丘のまちづくりのファシ

リテーターのこの部分については結構で

す。それとか、総合法律事務所、そうい

うのも結構だと思います。他の部分で、

全体的に答えていただいても結構ですが、

請け負いの内容について、どういうふう

にしたのか、見積もり合わせでやったの

か、どういうことでやったのか教えてい

ただきたいと思います。まず最初にそれ

をお聞きしておきたいと思います。

　それから、昨年からまちづくり懇談会

ということで、摂津では初めてこのよう

なやり方で意見を聞くということで、平

成１９年は１２回ということで講師の報

償金が出ています。この初めてのやり方

の中で、その後、地元で参加された方が

自分たちのいろいろな声も出せるのかと

思っていたが、ちょっと違った。ワーク

ショップ方式のやり方で違うなというこ

とで、最後まで自分たちの意見がなかな

か、南千里丘まちづくり懇談会では特に

阪急の北側の人たち、そういう千里丘東

４丁目の地域の人たちですが、いろいろ

な安全対策について声を出してきたが、

なかなかそれでは解決されていないとい

うことで、今でもいろいろ苦情を聞いて

いるわけです。今で何回目になっている

か忘れましたが、そういう中でまちづく

り懇談会というのを初めてやられて、担

当者として効果や問題点はなかったのか。

これだけで地元の地域の人たち、住民の

声を聞いたということにはならないと思

います。だからこそ地元説明会などもやっ

てこられているわけですが、このまちづ

くり懇談会をやってみて、効果や問題点

は何だったのか、お聞きしたいと思いま

す。

　それから、先ほどの野口委員の中で、

地元の皆さんのさまざまな問題点、周辺

の安全対策、このことについて質問され

ました。そういう中で、先ほど小山さん

の方から新駅舎内の地下通路について地

元からの要望は大変強かったということ

なんですが、その理由として、地下道の

治安上の問題、バリアフリー法にかかわ

るいろいろな問題とおっしゃいました。

　地元でも、地下通路を何とか、どちら

にしても高架になれば二重投資になって

いくわけですが、坪井踏切の安全対策を

願われる地元の人たちからは、やはりこ

のことについては何とかできないのか。

今でも出ております。今度、他市の地域
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のところを地元の方と一緒に見にいって

きます。そういう中で、先ほど小山参事

がおっしゃった理由で地下通路について

はできないと、二つしかお答えにならな

かったわけですが、私は構造的にも無理

とおっしゃっていたと思うのですが、今

の技術からいうと、構造的に無理という

のはなかなかそれは通用しないのではな

いかと思うのです。やろうと思えばでき

ると思うのですが、まちづくり懇談会と、

その後で地元説明会をやってこられまし

たが、地下通路についてはもう一度確認

したいのです。先ほどは二つしかお答え

にならなかったので。住民の人たちの声

を聞くということで、地元説明会もやっ

てこられましたが、５回で打ち切りとなっ

て、工事が始まっています。今、個別に

いろいろ要望を聞いているとおっしゃい

ましたが、いろいろな問題が出てくると

思います。

　特に、私がこの間、委員会で言ってい

ましたのは安全対策です。交通専従員を

配置するということで、これは交通専従

員をずっと通学時間帯に配置をするとい

うことですが、財政面から見て人件費が、

ずっとやるということでいくともっと抜

本的に安全対策を講じてやる方がいいと

いうこともあるのではないかと思うので

す。そういう点でいうと、今後もずっと

交通専従員を配置するということで計算

をされた方が、地元にもおられますが、

そういうことをするのであれば、もっと

駅ができるまでにも安全対策をもっともっ

と講じるべきではないかと思いますが、

その辺についてはいかがでしょうか。

　千里丘西地区の再開発支援事業の件で

すが、安全対策、駅前整備、いろいろ、

先ほど野口委員から要望も出ました。優

先順位、前からも言っていますように、

一体いつまでに。阪急の駅をつくってい

る場合ではないのです。西口をちゃんと

するべきなんです。ずっと言い続けてき

ていますが、西口のエレベーター設置を

含めて、これはいつごろまでにやりたい

という決意、そういうのがわからないの

で、それも確認をしたいと思います。一

体いつまでに対策をきちっとしようとし

ておられるのか。それを確認しておきた

いと思います。

　吹田操車場跡地利用の検討の問題です。

これで周辺道路計画検討業務委託料で４

４１万円出ております。復建調査設計株

式会社にとなっていますが、これについ

ても契約はどうだったのか、お聞きした

いと思います。

　先ほどの呼び込み型の開発になるとい

うことで、これは今年の６月の委員会で

も質問して平米単価の関係とか、そうい

うのをお聞きしております。約倍近い値

段で売却できるから十分に採算が合うと

お答えしておられます。先ほどの野口委

員の質問の中では、そういう違ってきた

かなという感じも受けているのですが、

かなりいろいろ経済状況が変わってきた

中で、本当に失敗しないのか、そういう

のを大変心配いたしますが、６月の委員

会で決算ではないですが、そのときにお

答えになっておられる、そういうのと今

の状況とどう変化しているのか。１９年

度決算から見て、それからわずか１年も

たたない間にかなりの状況が変わってき

ていると思うのです。そういう中で、良

好な住環境を生み出していくということ

でしたが、本当にそういうことがうまく

いくのかどうか。そうであるならば、自

然を生かした開発優先ではなくて、住民

の皆さんと一緒に考えるまちづくり、そ

ういうのがもっと必要ではないかと思い

ますが、財政面から見て大丈夫なのかど

うかということを含めて、確認をしたい
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と思います。

○藤浦雅彦委員長　答弁を求めます。

　小山参事。

○小山都市整備部参事　川口委員の質問

にご答弁申し上げます。

　初めに、事務報告書の１９５ページの

事務の内訳についての説明を欲しいとい

うことでありまして、この事務内容につ

きましては、南千里丘まちづくり事業の

新規ということで、上から３番目の南千

里丘まちづくり事業、道路詳細設計につ

きましては、入札をもって業者を決めて

おります。内容としましては、南千里丘

にかかわります事業の道路の測量、横断

測量とか詳細設計などを実施しておりま

す。

　そういったもので路線測量としまして

は、０．７５キロメートル、道路詳細設

計につきましては８７０メートルの設計

業務を行っておるものでございます。そ

の下の道路設計業務委託その２というも

のにつきましては、これにつきましても

同じく同時に入札を行っています。

　最初の道路詳細設計につきましては、

１２社の入札になっております。そして

その２の事業でございますが、これも補

助事業にならない部分を単独事業として

発注したものでありまして、この事業に

つきましては、上の業務委託とその２の

業務委託につきましてはセットで発注さ

せていただいております。

　その下の南千里丘まちづくり事業の橋

梁等詳細設計につきましては、前回補正

で増額させていただいた阪急線路の北側、

境川に架ける橋梁でございますが、これ

につきましては、アーバン・エースに委

託しております。これにつきましては、

随意契約、特命ということで契約いたし

ております。

　なぜ特命したかといいますと、阪急電

鉄の規制、内容をよく把握されておりま

して、阪急の工事に関する考え方をすべ

て把握されているということで、この業

者に随意契約ということで委託しており

ます。

　その下の南千里丘５４０番の１、香露

園２２８番の１２という不動産の評価で

ございますが、これにつきましては、福

祉会館の用地交換にかかわります用地の

鑑定をいたしておるところでございます。

これにつきましては特命ということで、

随意契約ということで契約をさせていた

だいております。この会社につきまして

は、摂津市の土地の評価につきまして、

総合的にかかわっておられまして、固定

資産税等で委託業務をされておりました

ので、この福祉会館の用地を交換するに

当たりまして、この業者に随意契約とい

う形で契約させていただきました。

　その下の香露園の２２８番１２外２筆

の測量分筆委託でございますが、これに

つきましては測量業務でありまして、福

祉会館を用地交換するに当たりまして、

一部福祉会館の用地を分筆、それと学園

町中央線にかかわります拡幅のために用

地を一部分筆しております。その業者を

入札で決めさせていただいております。

　入札業者数につきましては、６社をもっ

て入札を行っております。その下の摂津

市千里丘東３丁目２１９番の１外１筆の

境界確定測量でございますが、これにつ

きましては、境川にかかわります橋梁工

事、あるいは丑川水路を暗渠化する工事

に伴いまして、隣地との官民境界をはっ

きりさせるための測量でございまして、

これにつきましては、随意契約でこの業

者に発注しております。この業者につき

ましては、区画整理事業の測量もいたし

ておりますので、そういう、杭関係をよ

く熟知しているということで、随意契約
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をさせていただいております。

　次のページの１９６ページ、摂津市南

千里丘５１５の５外何筆かありますが、

これの境界杭設置業務でございます。こ

れにつきましては、３社見積もりを持ち

まして、単価契約をいたしております。

それに基づいて、くいを１０か所設置い

たしました。これの業務につきましては、

当初、中学校の用地を区画整理事業に一

部水路の部分ですが入れるということで、

中学校の境界明示が必要となってきまし

た。そのために、民地と一部接している

部分がございましたので、その用地を境

界確定していくためのくいを設置するた

めに、この業務を委託しております。

　その下の総合福祉会館市民体育館撤去

及び周辺整備に関する基本設計委託料で

ございます。１０社の入札を行っており

ます。これにつきましては、今、福祉会

館の詳細設計を行っておりますが、その

もとになる委託業務でございまして、福

祉会館の撤去にかかわる業務を行っても

らいました。

　次に、南千里丘土地区画整理事業の内

容でございますが、一番上の土地区画整

理事業の道路詳細設計委託ということで、

それと下のその２ですが、これも先ほど

の南千里丘まちづくり事業の道路詳細設

計と同時に入札を行っております。これ

につきましても１２社の入札ということ

で、一括発注ということでさせていただ

いております。

　その２につきましては、国費事業とな

らない部分を単独事業として発注してお

ります。

　その下の南千里丘土地区画整理事業換

地設計業務委託でございます。これにつ

きましては、区画整理の換地計画を行い、

仮換地をする目的で業務を発注しており

ます。入札で行っておりまして、入札業

者が３社で入札を行っております。

　その下のその２の業務も、これにつき

ましては国費の対応にならない部分を単

独事業として本体工事とあわせて入札で

行っております。

　その下の南千里丘５４０番地の２外１

筆、測量分筆業務委託ですが、これにつ

きましては、先ほども申しましたが、区

画整理の事業認可時に中学校用地の水路

の部分でございますが、中学校の用地が

含まれるということで、認可時から大阪

府の方から指導されておりまして、認可

後早急にこの部分を区画整理内と外、地

区内と地区外に分筆するよう指導いただ

いておりましたので、その部分を業務を

しております。これにつきましては、入

札で行っております。入札業者は６社で

行っております。

　そして、次に工事積算システムの保守

委託でございますが、これにつきまして

は特命でございます。これにつきまして

はこれから南千里丘まちづくり、あるい

は土地区画整理事業におきまして、工事

を発注してまいります。かなりの本数を

発注してまいりますので、積算システム

を使っての積算を進めております。それ

の機械のメンテナンスを行う委託でござ

いまして、この業者に特命をしているも

のでございます。

　次に、３街区３画地（保留地）不動産

鑑定評価委託業務でございます。その下

のその２と書いている部分につきまして、

これにつきましては随意契約で行ってお

ります。内容としましては、保留地を売

却するに当たりまして、不動産鑑定をとっ

て保留地の価格を決めたものであります。

　随意契約の理由としましては、上の方

の業者につきましては、この区画整理の

初め、平成１５年当時に区画整理の計画

をいたしました。そのときにも、この業
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者に不動産の鑑定を依頼しています。委

託業務の中でこの業者を使用されてきた

ということで、今回、その区画整理の内

容をよく熟知されているということで、

この業者に決めさせていただきました。

　その一番下の業者委託につきましては、

今現在ＪＲ千里丘ガードの工事は進めら

れておりますが、その買収にかなり協力

していただいたということで、摂津市の

状況、あるいはこの周辺の状況をよくご

存じだということで、この方に随意契約

をして進めてきております。

　以上、事務報告書の内容については終

わります。

　次に、まちづくり懇談会の市民意見と

いうことで、１２回開催してきたけれど

も、その中での効果と問題点についてと

いうことであります。この南千里丘まち

づくり事業につきましては、市民の意見

を反映しようということで、１９年度に

は１２回開催いたしましたが、確かに市

民の要望、さまざまな要望が出ておりま

す。そして、まちづくり懇談会では当初

から市民の意見をお聞きしますが、それ

を１００％は反映できないと思いますと

いうことは明確に申し上げさせていただ

いております。聞ける要望と聞けない要

望がございますので、そういうことを趣

旨を説明しながらまちづくり懇談会を進

めています。

　例えば、効果的なものといいますと、

地区計画の条件、あるいは緑の率、緑被

率ですが、２５％以上とか壁面後退を８

メートル、あるいは４メートル、３メー

トルの壁面後退を規制かけるとか、風営

法にかかる店舗の禁止とか、そういうも

のの意見も、市民の皆さんの意見を聞い

て反映させていただいております。

　また、公園とか境川につきましても、

これから発注はいたしますが、できるだ

け市民の意見を反映したことで設計も進

めております。そういったことで、市民

の意見を反映できるところについては、

させていただいておりますが、ただ個人

的な要望等につきましては、反映できな

いところがあると思いますので、その辺

はご了承願いたい。効果的には、そういっ

たふうなところで市民の意見を聞いて、

地区計画などをしたのが効果があった。

ただ問題点としては、１００％聞けない

というところがどうしても生じてまいり

ますので、市民の皆さんからは参加して

も意味がなかったというようなことは言

われますが、市としてはできるだけ反映

させていただいたという考えは持ってお

ります。

　次に、地元の周辺安全対策の地下道の

件でありますが、これにつきましては先

ほどもご答弁させていただきましたが、

やはり警察の治安上の問題、あるいは物

理的、構造的に難しい。これを地下道で

はなくて陸橋、横断歩道橋のように検討

しても、反対にそちらの方が構造的に難

しい。そういった理由から今回この地下

道については困難という判断もしており

ますし、かなりの高額の費用もかかると

いうことも聞いておりますので、そういっ

た面からも今回、新設地下道については

断念しているということであります。

○藤浦雅彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　千里丘西の

安全対策についてご答弁させていただき

ます。西の整備の優先順位についてのご

質問でしたが、当然優先順位は何番とつ

いているわけではございませんが、高い

ものだというふうに認識しております。

しかし、整備を進めるに当たりましては

地権者の同意ないし協力が不可欠なもの

と思っております。

　そのために、今まで準備組合を設立さ
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れ、まちづくりについて、協議してきた

わけですが、一部の地権者の反対があり

ましてできてないという状況にあります。

その中で市としては、その考え方も一定

見直す中で、できるだけ早く安全対策も

含めてまちづくりをやっていきたいと考

えております。

　ただし、財政的な問題もありますので、

まず１番には地権者、地元の合意かなと

考えております。その後、財政等も見る

中で、どういう形で事業を進めていくか

を考えていくべきだというふうに考えて

おります。

　次に、吹田操車場委託の関係でござい

ますが、この委託につきましては入札で

ございます。業者数につきましては、申

しわけございませんが、手元に資料はご

ざいません。総務において入札をやって

いただいているところでございます。

　委託の内容につきましては、本年７月

に吹田操車場跡地の区画整理事業及び都

市計画道路の都市計画決定を行っており

ます。これらの都市計画図書の作成及び

参考資料の作成を行ったものでございま

す。

　それとまちづくりの今後の見通しとの

話でございますが、確かに急激な社会情

勢の変動はあるのですが、まず今進めよ

うとしているのは、基盤整備、区画整理

事業によります基盤整備でございます。

土地利用につきましては、今の予定では

平成２３年度に土地の引き渡しがあり、

それから上物整備となります。いろいろ

社会情勢の変化はありますが、今の段階

で一喜一憂するような状況ではないのか

なと考えております。

　今後、社会情勢を見る中で、どのよう

にまちづくりを誘導していくのか、考え

ていく必要があると考えております。

○藤浦雅彦委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　先ほどの答弁で、

間違いがございましたので訂正をさせて

いただきます。１９５ページの一番下の

業務委託でございます。千里丘東３丁目

２１９番地１外ということですが、ここ

につきましては、随意契約と申しました

が、３社の見積もり合わせですので申し

わけございません。訂正お願いします。

　そして下から４行目のところの業者に

つきましては、旧阪急エンジニアリング

といいまして、阪急電鉄の系列の会社と

なっております。

○藤浦雅彦委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　千里丘西口のエレ

ベーターの件でご意見出ていたと思うの

ですが、西口のエレベーターにつきまし

ては、本市の交通バリアフリー基本構想

では、２２年度以降の整備という形で位

置づけられておるところであります。基

本的に、この構想に沿った形での整備に

今のところなります。

　ただ、ＪＲ西日本とも協議はやってお

ります。ＪＲ西日本としましても、橋上

駅で不特定多数が通る自由通路であると

いうことで、ＪＲでは整備できない。ほ

かの駅でもやっていないという状況でご

ざいます。

　ＪＲ西日本としても必要なものである

というのは認識しており、今後協力は行

いますというご意見はいただいておると

ころであります。

　千里丘駅西口のエレベーターの設置に

向け、今後どの位置にエレベーターを設

置できるのか。設置に関しどのような問

題点があるのか、ＪＲ西日本と協議を行っ

てまいりたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　川口委員。

○川口純子委員　契約に関してですが、

南千里丘のまちづくりに関しては大変多

額の予算が使われていくということで、
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やはり談合であるとか、職員の皆さんと

の癒着にならないような透明性を確保し

ていかなければならないということで、

できるだけいろいろな売り込みがあると

思うのです。そういう点でいうと、しっ

かりと気をつけていただかないとだめだ

と思います。そういう中で、監査からも

指摘されてきていると思いますが、でき

るだけ入札をしたり、見積もり合わせを

するとかいうことで、随意契約を減らし

ていくと。そういうことが言われている

と思います。

　そういう中で、道路の詳細設計業務で

も１２社が入札をしてくるということで、

この不況の中で南千里丘の開発、このこ

とについてはどの業者も仕事をしたいと

いう、地元業者育成ということもありま

すが、そういうのがあると思います。た

だ、アーバン・エース、南千里丘まちづ

くり橋梁等の詳細設計ですが、ここしか

ないのでしょうか。その辺のところは随

意契約ということで阪急が指定してくる

というところの業者になるのですか。

　例えば、下から二つの測量分ですが、

先ほど小山参事の説明でいくと、１９６

ページのもう一つの測量、これも結局は

６社入札で同じ業者になっていますよね。

１９５ページの下二つも６社入札、下は

３社見積もり合わせでということで、結

局は地元の測量会社で頼む方とすれば、

いろいろな意味で状況を知ってもらって

いるから便利というのもあると思います

が、その辺でいうと一応入札かけておら

れますが、たまたまこうやって同じ業者

に落ちるのですね。その辺のところが、

すごくうまいこと同じ業者で落ちている

なと思ったのですが。その辺のところ、

仕事がしやすいということと、すぐに頼

みやすいというのとあると思うのですが、

金額が大きいですので、その辺のところ

をどう公平に透明性を確保するのかとい

うところでいくと、契約のことですので、

この委員会ではないですが、担当部長で

も結構ですし、副市長でも結構ですが、

その辺のところを、どうきちっとやって

いくのか、まだまだこれから工事がふえ

ますし、その辺のところを業者との関係

を、きちっとしていくということでいく

と、副市長から答弁していただいたら結

構ですが、どういうふうに携わっている

人たちに注意していただいているのか。

　契約の関係でいくと、どういうふうに

指導しておられるのか。その辺のところ

を再度確認したいと思います。

　それから、１９６ページの工事積算シ

ステム保守委託、これはこの会社しかな

いから特命になるのですか。これはわか

りませんのでお聞きしたいと思います。

　それから、千里丘西口の安全対策、駅

前整備ですが、できるだけ早く、ずっと

言い続けて先ほど平成２２年以降にエレ

ベーターを設置と考えていると、目標と

しては。もっともっと前倒しで早くつけ

るべきなんですか。この摂津から、吹田

ずっとＪＲを見ますと、改札へ向けてエ

レベーターがないところは西口ぐらいで

はないですか。車いすで西口からも上が

れるということを最優先で考えるという

ことでいきますと、阪急の正雀駅なんか

は本当に便利に、エレベーターが駅につ

くことで、足の悪い方も車いすの方もバ

ギーの方も行きやすくなっているし、そ

ういう点でいうと、西口があれだけの乗

降客がいる中で、エレベーターがないと

いうところでいくと、目標としてはそう

でしょうが、やはり努力をして、もっと

もっと前倒しでどの方も便利に利用でき

る駅に、駅前整備はまだできないとして

も、せめて駅舎を利用するときにどこへ

行くにも便利にするように考えていただ
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きたいと要望しておきたいと思います。

　吹田操車場の関係ですが、周辺道路計

画検討業務は入札だということなんです

が、これについても先ほどと同じように

これも含めて、これからいろいろな開発

が合わせて二つの開発で６０億円ですか

ら、そういう中で、どんどんとこういう

点でいうと透明性を確保していただきた

いと思います。

　先ほど聞くのを忘れたのですが、まち

づくり計画委員会の負担金の２４１万６，

２５０円の積算の根拠を教えていただき

たいと思います。

　それから、まちづくりを誘導するとい

うことで１４億円で土地を買収して、こ

れから基盤整備をしてこの６月の委員会

でも採算とれるとおっしゃっているので

すね。私は、たった１年もたたない中で、

こんな経済状況が変わるという中で、本

当に採算がとれるのですかというふうに

思うのです。大変心配いたしますし、こ

ういうＵＲが間に入って、こういう開発

をやってきた。これまでもやってきてい

るところが全国にありますが、あちこち

で失敗もしております。そういう点でい

うと、担当者の方は大変だと思いますが、

やはりいろいろな情報公開やいろいろな

わかったことなどを含めて。これからも

きちんと精査していくということで、開

発に突っ込んでいき過ぎないように、い

ろんな多角的な目も持って判断していた

だきたいと思います。これについては、

また今後も見ていきたいと思いますが、

地域の皆さんの中で、この交通の安全対

策であるとか、この間、環境影響の調査

結果が出ていましたが、おおむね基準値

をオーバーしていないということで、２

７号の地点の周辺の環境影響が出ており

ましたが、今後についてもいろいろな開

発の問題で地域の安全対策であるとか、

子どもたちの通学路の安全対策であると

か、そういう点についてもきちっと見て

いっていただきたいと。十分に徹底して

いただきたいと思いますので、要望して

おきたいと思います。積算根拠だけ教え

てください。

　地元の阪急の新駅の問題で、地下道に

ついては前に水路があるので、構造的に

難しいと小山参事おっしゃってきている

のです。水路も走っているから駅舎をず

らしましたけれども、難しいというふう

におっしゃってこられているのです。今

の技術でいくと、やはり高架にするとき

にも今の駅は二重投資になるわけです。

地元では、高架にするときには駅舎をつ

くったら、二重投資にならないのではな

いかという声も出ておりました。

　そういう中で、地下道について、全く

できないということで地元の皆さんは、

今でもかなり強い要望を持っておられま

す。そういう点でいうと、全く考える余

地がないというふうに判断しはるのか、

もっと安全対策をきちんとしていこうと

いうことでいくと、今回の交通専従員だ

けでは、ずっと通学時間帯に交通専従員

を配置するという財政的な面から見ても、

かえって経費がかかるのではないかと。

そういうふうにも思うのですが、この辺

については踏切の３５センチの拡幅と交

通専従員の配置だけで事足りると、そう

いうふうに思っておられるのでしょうか。

　今、先ほど１時間に３５分間踏切が閉

まっていて、駅舎ができると約３分だと、

今日はおっしゃいました。地元説明会で

は４分、開かずの踏切は１時間に４０分

以上閉まっているいうのが開かずの踏切

というそうです。

　そういう中で、大阪ではまだ１００か

所以上あります。地元の人たちは３分ど

ころじゃないと思っておられるのです。
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減速してくるし、そういう中で３分ぐら

いで開かないのではないかというふうに

思っておられます。今よりもさらに踏切

が閉まるのは確かなんですから。

　そういう点で言うと、先ほどのマンショ

ン開発とあわせて、人はたくさん通るよ

うになります。車は４４１台です。その

人たちが皆、車乗らないかというと周辺

にあふれ出ないかというとそんなことは

ないのです。やはり今よりもかなりの量

が周辺道路にあふれるというのは目に見

えているのです。そういう点でいうと、

今回のこのような安全対策だけで事足り

ると思って進めていくということは、大

変問題だと思いますし、その辺について

ももっと抜本的な安全対策を講ずるべき

だと思いますが、いかがでしょうか。

○藤浦雅彦委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、２回

目のご質問に答弁申し上げます。

　最初に、事務報告書の内容でございま

すが、１９５ページの中段ほどにありま

すアーバン・エースという会社なんです

が、この橋梁につきましては、阪急の軌

道敷にほとんど接するような形で橋台、

上部工を設置してまいります。その時点

でかなり阪急と綿密な協議が必要になっ

てきます。軌道敷に影響がないかどうか。

あるいは構造的、応力的に問題がないか

という計算もしてまいります。その中で

阪急の基準というのがございまして、そ

の基準をよく熟知しているのがこのアー

バン・エースということで判断しており

ます。

　例えばほかの会社に仮に業務を委託し

ても、その阪急の業務内容を把握してお

らなければ、重大なミスにつながるとい

うこともありますので、その辺をよく熟

知した業者に市としては委託をお願いし

たということになっております。

　それと、積算システムの保守点検なん

ですが、この会社につきましては、今現

在、土木下水道部の方で工事を発注され

ていまして、工事積算もされております。

その積算につきましても、この業者がつ

くっている積算システムを使用しながら

業務をされておりまして、市としては工

事に対して同一のような積算システムを

もって工事を発注していきたい。また、

土木下水道部と連携することによって、

委託費用も安価になっていくということ

でありますので、今回、この業者に随意

契約をしているものであります。

　そして、この事務報告書の中に同一業

者がたくさん名前を連ねているというこ

とでありますが、南千里丘まちづくり事

業と土地区画整理事業との間で区域に接

している部分がございますので、その委

託業務を分けて発注すると違った考え方

の成果が上がってくるということになり

かねませんので、これは南千里丘まちづ

くり事業の道路の詳細測量設計と区画整

理事業の道路の測量詳細設計を一括入札

をしたものであります。ですから、同じ

業者の名前が上がってきている。物件と

しては１本というような考え方でただ、

予算的に分けたという考えになっており

ます。

　そして、市内業者の分でありますが、

これにつきましては、最初はすべて入札

で行っておりまして、あとにつきまして

は３社見積もり合わせの中で決まってき

たということになっております。市とし

て同一業者で発注したという考えはござ

いませんで、入札をもって発注してきた

と考えております。

　それと、南千里丘の踏切に対する新設

地下道の関係でございますが、我々も阪

急に地下道を新たに新設すると幾らぐら

いのお金がかかるか。あるいは駅の構内
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にある地下道とあわせて、駅構外の地下

道をつくればどうなるかということも検

討してまいりました。その中で駅構内と

あわせて地下道をすると、先ほど言われ

ました中央にある水路がどうしても支障

となって構造的に難しい。ただ、言われ

るとおり、今の技術であればどんなこと

でもできるというのは当然あると思いま

すが、それにはかなりの費用がかかって

くるということで市が負担できるのかと

いう問題点も出てまいります。

　今の段階では治安上、あるいは物理的、

構造的ということで地元の方には困難で

あるということも説明させてもらってお

ります。ただ、そういった形で今度、踏

切の安全をどう考えるのかということで

ありますが、確かに踏切というのは危険

というものがつきまとう箇所であるとは

思っております。そういうことをできる

だけ早く解消するためにも、今都市計画

で行っている連続立体交差事業の調査を

始めて、事業化に向けて取り組んでいき

たい。それがすぐできるかといいますと、

それは確かに時間がかかることでありま

すが、そういった調査を進めながら安全

を図ってまいりたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　吹田操車場

に係ります負担金の内訳と積算根拠につ

いてのご質問ですが、まずこの負担金の

中にはアイデアコンペ実施に伴います負

担金２００万円、それと計画委員会等の

負担金４１万６，２５０円の合計を記載

させていただいたものでございます。

　アイデアコンペの負担金につきまして

は、昨年末から今年に実しましたアイデ

アコンペを実行委員会をつくって運営さ

せていただいたところです。実行委員会

のメンバーにつきましては、吹田、摂津、

鉄道機構、ＪＲ貨物、都市再生機構、こ

れらで実行委員会を形成しましてアイデ

アコンペを実施させていただき、その負

担金としまして摂津市として２００万円

を支出したものでございます。

　それと計画委員会の積算根拠について

でございますが、これにつきましては計

画委員会の委員報酬、また会場の借上費、

印刷費等を積み上げまして、当初１１２

万５，０００円の予算を計上しておりま

す。それを摂津、吹田で１８年２月１０

日締結しました着手合意協定書に記載し

ております面積、摂津市域８．６ヘクター

ル、吹田市域１４．４ヘクタールで負担

割合を決めまして、摂津市として３７％、

１１２万５，０００円に対して３７％の

負担をいたしたものでございます。

○藤浦雅彦委員長　小野副市長。

○小野副市長　入札のあり方の問題で、

今回の問題だったらこれから多くの事業

等もありますのでどう考えるかという点

でございますが、部長会等でもいろいろ

言ってはおるのですが、基本的には入札

が原理原則であるということを再三言っ

てまいりました。それで、随意契約、特

命と随意契約ですが、これは厳格に地方

自治法でいうところの競争不適といいま

すか、製品なら製品はそれ一つしかない。

技術力、技能、その他の関連からほかに

競争する相手がいない。もう一つは入札

するよりも契約的に有利になると、これ

が随契の趣旨であります。

　地方自治法上は、随意契約も否定をし

ておりませんが、これを拡大解釈するこ

とによって今、委員言われるような誤解

が生まれていくということで、基本的に

は入札でする。随契する場合は、議会等

に説明ができる。世間に対して説明がで

きるということが基本であります。この

アーバン・エースは先ほど小山参事が言

いましたが、これも議論いたしましたが、
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こういう名前が珍しいものですから、こ

れはどういうところだといいますと、旧

は阪急エンジニアリングという完全子会

社だと、これは過去におけるその費用等

の問題で、こういうやり方はおかしいの

ではないかという議論も私も覚えており

ます。入札すべきではないか。ただ、個々

の問題は駅がこれも議論あったところで

すが、４社による大手ゼネコン、大手建

設会社４社の入札で熊谷組が落札された

と。この落札率が８６．６ということで

ありますので、私どももそういう形の中

で、阪急にお任せするにしても入札して

もらう。そして安価な形にしてもらうと

いう申し出等の中で、大手の建設会社４

社の入札で熊谷が８６．６の落札率になっ

た。

　この工事も熊谷の方にお願いしていく

ことになると思います。先ほど言ってい

ますように、阪急新駅摂津市駅の北側に

近接をするということで、地下埋設線な

り、リレー関係なり、いろいろなものが

入っている。夜間工事の問題、新駅との

整合性問題等がありますので、安直には

考えておりませんが、競争不適という形

の中での技術技能の間が、リレー全部影

響してくるということで、これは致し方

ない契約だということで一定の理解を示

したというところであります。

　なお今後においても、できるだけ入札

をやるという基本の中で進めてまいりた

いと思ったところでございます。

○藤浦雅彦委員長　川口委員。

○川口純子委員　契約の関係については、

今後も多額の金額が動くわけですから、

透明性を確保するということと、汚職腐

敗の事件のないように、きちんと市長か

らでも正していく。職員の姿勢も正して

いっていただきたいと思います。別に事

件があったからというのではないのです。

その辺については、できるだけ入札をし

ていくということで、やっていくべきだ

と思います。

　全体の中で、南千里丘が見えてきた。

駅ができることで、結局はジェイ・エス・

ビーと土地などを交換して、そのあとの

土地はマンションだらけかというような

状況が見えてきているんですね。摂津に

はない２０階建てのマンションが、今言っ

ている坪井踏切の危険なところの近隣の

ところにそびえたつと。２０階建てのマ

ンションがあそこに建つというのはどう

いうことなんだろうと。第一中学校と隣

接をしますし、そういう点でいうと本当

に民間が開発をするという新たな手法の

中で土地を交換し、やっていかれるわけ

ですが、できるまちは高層マンションば

かりの、そういうところになるのか。そ

ういうイメージが出てきているのです。

　これからもいろんな問題が出てくると

思います。風の問題とか、今、野口委員

が指摘されました学校の影響、子どもの

問題とか、交通の問題とか、吹田市は毎

日放送の跡の開発などについても環境影

響評価ということで、審査会も開かれて、

そういう点でもいろいろな面でチェック

が入るんです。

　今回、これでいきますと、地元へのマ

ンションの開発の説明会もマンション開

発会社だけがやって、さっさと説明した

だけで、幾ら要求を出されても全然何も

聞く耳持ちませんと。説明しましたとい

うようなことが、これからもどんどん進

められるのかと心配しております。

　摂津市がまちづくりにどう関与してい

くのか。ＣＯ2を削減するまちだけでい

いのか。コミュニティプラザができたら

それでいいのか。ただでコミュニティプ

ラザを建ててもらう、その代償としてあ

の近辺はマンションだらけのまちになっ
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てしまうのですね。そういうところでい

ろいろな影響が出ることについて、市と

してどうかかわって、どういうふうにま

ちづくりをきちんとしていくのか。そう

いうのが全然見えてこないのです。どん

なまちづくりになっていくのか。なるほ

ど駅ができて、コミュニティプラザがで

きて、そのあとの周辺は等価交換した土

地はマンションしか建たないということ

でしょう。そういうことについて、あの

近辺のいろいろなまちとのバランスとか、

そういうところをどう都市計画課なんで

すから考えているのかと思うんです。

　あとは摂津市はノータッチです。マン

ションはどんどん建ててください。説明

してください。道路はつくりましたと、

それだけで本当にいいのかというのも疑

問に感じております。住民参加のまちづ

くり、情報公開、今回、南千里丘まちづ

くり懇談会というのを開いてこられまし

たが、どこの懇談会でもこういうワーク

ショップ方式のやり方というのは住民の

皆さんが最初は参加するけれども、あと

自分は何のために参加したのか、参加し

ても意味がなかったなという意見が出る

ような結果が、結構出ております。

　今回、こういうやり方をされましたが、

今後もいろいろな周辺が開発されますが、

住民の人たちの意見というのは一体どこ

で反映されるのかと思いますが、都市計

画課としても住民の声を、民間が開発さ

れますから、ノータッチなんですという

のでいいのかどうかです。どうかかわっ

て、こういうふうにまちづくりをやって

ほしいとか、そういうのはどういうふう

に機能していくのですか。市の方の考え

方というのは。

　あの辺の香露園地域、福祉会館があっ

た周辺というのはマンションだらけです

か。その辺のまちづくりはどういうふう

に考えておられるのか。今回の南千里丘

開発からだんだん見えてきたんですね。

あの辺の地域のことが。三宅柳田小、摂

津小、子どもたちが一番多い学校に子ど

もがまたふえるであろうと予測される。

そういうような影響とか、そういうこと

について市がどう絵を書いていくのか。

市民の声を反映させていけるのか。その

辺はどうバランスとるのですか。ちょっ

とわかりませんので、お聞きしたいと思

います。

　それから、安全対策です。踏切とか工

事中の安全対策、こういうことについて

も阪急が工事やってはることですからと

か、何か分散してしまって、市民の人た

ちが相談する窓口というのはしっかりし

ていないような気がするのです。

　それと今さっき言いましたように、３

５センチ踏切を拡幅する、交通専従員を

配置する。たったそれだけで本当に安全

対策が図れると思っておられるのか。責

任あると思うのです。そういうところで

いうと、もっと提案していかないとだめ

だと思いますし、もっとこたえていかな

ければならないと思うのです。

　それについては、今のままでこれで終

わりと思っておられるのか。部長でも結

構ですので、どう対策していくのか、ま

たこれからもいっぱいたくさん要望出て

きますよ。そういうことに本当にどう誠

実に答えていくのか。そこだけ確認して

終わりたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　小野副市長。

○小野副市長　若干まとめて申し上げた

いと思います。

　結果として、そういう考え方もあると

思うのですが、もう一度思い起こします

と、ダイヘン用地は適切な金で売ると。

あのときは私は直接、手島副社長と話を

しましたが、大手で大量の貨物集積場に
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売ると、そこから始まっているのです。

ダイヘンも株主がありますから、適切な

成算が望まれているような業界で、あれ

ば売りますが、値段が合わない場合は大

手から引き合いが来ているんだと。そこ

を基本的に押さえてもらわないと、この

議論というのはなかなか、結果論として

そうおっしゃいますけれども、そういう

ことをまず押させてほしいと思うのです。

　もう一つは、４万平米としたときに、

戸建て住宅で１３２平米、３００戸程度

ぐらいかと思うのです。民間は民間とし

て、その利潤も得なければならない。そ

ういうことの中で、それを買われると。

マンションが悪のごとくということには

ならないと思うのです。今の世情の中で、

民間に売る場合に、戸建て住宅だけで、

その形が成り立たない、それは地区計画

条例の中で、一定の押さえをして、その

中で全部最高の水準の中で私たちは地区

計画条例をつくったと思います。

　あの業者というのは、どこの業者かわ

かるというのではなくて、一定、市の事

業も入っていますから、まだ一定話し合

いができる余地はあると思うのです。し

かしそれとても、建築基準法の範囲の中

で出てこられる。ただし、話はできる可

能性はいろいろ持っているのは事実だと

思うのです。だから今後も、売ったら知

りませんという形ではなくて、そういう

ことの中で具体的な議論の中で耳を傾け

ながら進めてまいります。それは地区計

画条例と建築基準法のぎりぎりのところ

でどう見ていくかという、紋切り型でで

きませんということではなくて、どうい

う形で建築基準法も幅がありますから、

その中での読み方を見ながら、これから

も努力はしてまいります。

　ただ、今の地区計画条例をきちっと、

なぜあれほどまで厳しいものを当てはめ

たかということは、市としてもそういう

民間開発を見た上で条例でお願いをして

きたということが一つ。建築基準法の許

す範囲の中で私は窓口とも相談いたしま

すが、ぎりぎりのところで開発されると

ころと話し合いをこれからも進めていく

ということを申し上げておきたいと思い

ます。

　また私どもはこのマンション開発によっ

て、人口問題が期待もいたしますし、過

去におけるマンション開発でこれぐらい

の規模であれば、大体都計税なり、土地

家屋の固定資産税、個人市民税等で私は

全体が出た時点では、３億円強の税収は

入ると。超概算で見ておりますが、そう

いう税収も欲しいと。一般財源として、

それらもここでは可能である。人口もふ

える。いいまち並みをつくるということ

で最大限努力していきたいと思っている

ところでございます。

○藤浦雅彦委員長　中谷部長。

○中谷都市整備部長　安全対策について

でありますが、現在、坪井踏切が歩行者

部分が１メートル６５、これを３５セン

チ広げまして２メートルにするというこ

とです。川口委員も朝、通学時間、あそ

こに立っておられてよくご存じだと思う

のですが、７時半から８時ぐらいが大体

小学生が通学する。８時から８時半にか

けて中学生が通学する。その１時間がか

なり込み合っているということです。

　それを外しますと、ばらばらと人が通っ

て、余り通行、歩行者が歩かれないとい

うことです。我々としては、確かに１時

間というのは混雑いたしますし、通学す

る生徒・学生にいろいろご迷惑かけるん

ですけれども、その分、交通専従員を置

いて対処したい。

　それから、３５センチですけれども、

広げて対処したいと考えております。
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　その危険な要因というのは、そこの踏

切は歩行者と一緒に車が通ると。現在、

その車の大半、立ってたらわかるんです

けれども、どこから流れてくるかという

と、竹ノ鼻のガードを渡ってあそこの踏

切に来るわけです。来年ですかね、千里

丘ガードが開通する。多分そのときに、

現在聞いているお話によりますと、あの

ガード、今現在は右折禁止になってるん

ですけれども、開通の折には右折は可能

になるだろうというふうに聞いてます。

　そうしますと、今の竹ノ鼻ガードを渡っ

ていく車がかなり軽減されるということ

を期待いたしておりますし、交通事情が

どう変わるかわかりませんけれども、変

化があるのかなという思いもございます。

　あそこのマンション群に千幾らかの戸

数が建つと。それから、多分、そのマン

ション群にお住みになる方は、大半は坪

井のガードを渡られないんだろうなと私

は思ってます。

　もし千里丘駅に行くのであれば、丑川

水路、今回、１メートル８０センチほど

の丑川水路の歩道幅を、水路を埋めて３

メートルほどにします。踏切を渡らずに、

多分あちらの方を使われるんだろうなと。

だから、吹田のイズミヤの方に行かれる

んでしたら別ですけれども、千里丘駅、

千里丘一丁目、二丁目、千里丘東に行か

れる方は、一丁目、二丁目に行かれる方

は、大半はそちらの方へ行かれて、余り

坪井踏切の方には流れないんだろうなと

考えております。

　そういうことを考えますと、坪井踏切

の、１時間、いっときの、言うたら安全

のためにガードをつくるのはどうかな。

費用対効果を考えまして、やはり我々と

しては、踏切を広げることによって解消

したいと考えて、３５センチ広げさせて

いただきました。

○藤浦雅彦委員長　川口委員。

○川口純子委員　今後のことについて、

そしたら、その通学時間帯に交通専従員

を配置するから、まあまあ問題ないと、

そういうふうな答弁に聞こえました。

　もし交通事故とかいろんなんあったと

きに責任持てますか。今、それで万全で

すかと言ってるんですよ。

　そうじゃないでしょ。これまでに、地

下道のことをどれだけ地元の人たちが要

請されたか。そのことは一番よくわかっ

ておられると思うんですね。一生懸命やっ

ぱり言っておられました。市に対する不

信感もいっぱいあります、そのことで。

それでも見切り発車で駅つくっていくわ

けですから。

　今後について、まだまだいろいろな要

望が出てきますよと、そういうことにつ

いて、しっかりと担当課の方で受けとめ

ますかって言うてるんです。改善できる

ことがあれば改善していけますか、改善

いく気がありますかと言ってるんですよ。

　期待とか多分とかで答弁されたら困る

んです。子どもたちの命かかってますか

ら。子どもが不注意で事故に遭うんじゃ

ないんですよ。

　部長も立って見られたと思いますから、

なぜ地元の皆さんがそれだけ切実に、せ

めて安全に通れるようにしてほしいとい

うのは、３５センチ拡幅と専従員だけで

はだめなんです。

　でも、もう見切り発車で工事始めよう

としてはります。いろいろ騒音問題や夜

中の問題、いろいろ出てきます。そうい

う点で言うと、しっかりとその辺につい

ては住民の声を聞いて、誠実に対応する

と、そういうふうな姿勢がちゃんとあり

ますかと言うてるんです。

　抜本的に改善できることがあれば、ま

だする気がありますか、そういう姿勢持
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たなだめですよと言ってるんですが、そ

の辺のお答えいただきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　中谷部長。

○中谷都市整備部長　先ほども、小山の

方が答弁させていただきましたように、

平成１９年２月から平成２０年１０月ま

で、６回、地元説明会をさせていただき

ました。

　その中で、できることとできないこと

と整理させていただいて、できないこと

についてはできませんというふうに申し

上げました。これからも、できること、

できないことは整理をしてかかりたいと

思います。

　ただ、摂津市が行う事業、それから、

阪急電鉄が行う事業、それから、民間事

業者が行う事業と、それぞれがそこの地

域には、そういう振るいものがございま

す。これらについて、我々が、私の権利

ですね、私権を侵さない範囲内でどこま

でできるかという問題があるでしょうけ

れども、できるところは頑張っていきた

いと思います。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後２時２分　休憩）

（午後２時３分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　副市長。

○小野副市長　したがって、今言ってま

すように、私ども、住民会合の中身は市

長も聞いております。だから、できるこ

とについては、胸を開いて、議会の意見

も聞きながらやってまいります。

　ただ、私どもは、だからこそ、この連

立問題というのを基本的に考えたわけで

ございますから、これで６か所、７か所

の踏切は確実にいくと。

　今年の大阪要望、先週持ってまいりま

した。大阪府も紋切り型で、税収１，０

００億円落ちるからいうことで、すべて

の新規事業はだめだと、ただその中で一

つ、連立問題を府もやると、やっていき

ましょうということを言ってくれました。

大体、これが、今、大阪府下で６か所やっ

てますから、それが大体もう終わりに近

づいておると。２０年から１５年で終わっ

てます。

　そういう方向の中で、２０年、３０年

ということではなくて、２０年を１５年

なり１８年なりと、そういう努力を、市

長が先頭に立ってやってまいります。そ

して、それまでの間については、できる

ことについては、議会の意見も聞きなが

ら精いっぱいの努力を胸を開いてやらせ

ていただくということを申し上げまして、

答弁とさせていただきます。

○藤浦雅彦委員長　ほかにございますか。

　三宅委員。

○三宅秀明委員　まず、全体的な、特に

吹操の話になるんですけれども、こちら

の方は、先ほどのさまざまな議論もあり

ましたけれども、本市と吹田市と、共同

開発に近い話になるということでして、

本市と吹田市の歩調をできる限りとって

いかなければならないと。しかし、業者

の都合であったり、資金の面であったり、

ずれが生じてくることも考えられます、

この経済情勢ですので。地域内の詳しい、

小さな開発であるとか、そういった点も

含めて、この１９年度の時点の見通しを

お示しいただければなと思います。

　それに関連するんですけれども、不動

産業界が、この昨今の不況のあおりを受

けて倒産等がふえております。

　この開発で、入札で落札された会社に

ついては、恐らく大丈夫であろうと信じ

ているんですけれども、リーマンブラザー

ズが突然破綻するというのは、世界的に

はだれも思っていなかった話ですので、

そのさまざまな可能性はもちろん視野に
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入れつつ、その会社の財務状況とかも考

慮しながら入札に当たっていただきたい

と思います。

　それについて、先ほど来の答弁をなぞ

らえる形になるとは思いますけれども、

市としての取り組み方針をお答えいただ

きたいと思います。

　一つ、細かいお話になるんですが、決

算書の１９９ページになるんですが、一

番上の段の、庁用器具費ですね、先ほど

説明いただいたときには、パソコンを買っ

たというような内容だったかと思うんで

すけれども、これの詳しい内訳をお示し

いただければなと思います。

　それで、先ほど、副市長から、阪急高

架化の話のご答弁があったんですけれど

も、市としては、もうこの立体交差を含

めて、高架化が前提であるというような

形で、今後、こちらの事業を進めていか

れる予定であるのかの確認をさせていた

だきます。

○藤浦雅彦委員長　それでは、ご答弁を

求めたいと思います。

　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　そうしまし

たら、吹田操車場のまちづくりの１９年

度時点での状況ということですけれども。

　今現在、吹田、摂津、一緒に土地区画

整理事業をやろうという形で進めており

ます。

　その中で、事業は都市再生機構が行い

ます。まちづくりにつきましては、計画

委員会等で全体構想をつくり上げてまい

りました。その中で、吹田市域は、教育、

医療、また、緑というゾーニング、摂津

市域につきましては、防災公園を含めま

して、都市型居住というゾーニング、こ

れは、両市で共有しているところでござ

います。

　２０年度に、吹田操車場のまちづくり

のアイデアコンペを実施しまして、この

アイデアも取り入れる中で、もう少し具

体的な土地利用について、現在、両市と

もに、基本計画の作成を今進めていると

ころでございます。

　事業認可の方も、都市再生機構におい

て、今、事業計画の作成がされておりま

して、今、手続を進められております。

予定では、今年度の末には、土地区画整

理事業の事業認可が取得されるという運

びになっております。

　入札等についてでございますけれども、

今、市の方で委託する分につきましては、

入札、または随意契約が望ましいと思わ

れるものについては随契という形で発注

しております。

　今後、工事そのものにつきましては、

都市再生機構が事業主体となって行って

おりますので、都市再生機構からの入札

という形の中で事業発注が行われる。

　また、まちづくりの基本計画とか、ま

た、今後の土地利用の誘導策等につきま

しては、市の方から事業発注をしていく

というような形になります。

　以上です。

○藤浦雅彦委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、ご質

問に答弁させていただきます。

　決算書の１９９ページの、庁用器具費

のご質問でございますけれども、この内

訳につきましては、工事を積算するパソ

コンの購入であります。その内容としま

しては、ディスクトップパソコンが３台

でございます。親となるパソコンが１台

と、それと、端末となるパソコンが２台

の購入となっております。

　それと、もう一つは、その積算書を打

ち出すモノクロのレーザープリンターが

１台となっております。それを合わせて

５７万９，３９０円というお金を支出し
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ているものであります。

　この購入につきましては、情報政策課

が一括して購入していただいているもの

であります。

　そして、次に、この南千里丘まちづく

りは、高架事業を前提としたまちづくり

かということのご質問だったと思います

けれども、この南千里丘まちづくり事業

につきましては、将来の連立を目指して、

新たに新駅をつくり、その前の面的整備

を行って、連立事業につなげていくとい

うことで、当初から整備計画もさせてい

ただきながら、この事業を推進してまいっ

ているところであります。

○藤浦雅彦委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　ご答弁ありがとうござ

いました。

　その吹田操車場跡地の開発計画、そし

て、今後の発注の方向というか予定、今

のご説明ありましたように、若干、市と

いう単位から離れるのかなということで

すけれども、その誘導策としてかかわる

余地もあるということでしたので、どこ

までが関与、発言等するべきなのかなと

いうのは悩ましいところなんですけれど

も、まずは、まち開きが順当に行われる

ことが大前提かなと。

　ですので、財政の話等含めて、今後、

業者なり、吹田市との連携を引き続き図っ

ていただきたいというふうに思います。

　高架化についての、先ほどの、連立が

前提であるというふうなご答弁をいただ

きました。

　せんだって、大阪府知事の、予算の絡

みで、この調査費が危うく削減されるよ

うな状態が起こりました。昨今の政治情

勢、特に国政のいかんによっては、どん

な財政制度自体の変更が降ってくるかも

わかりません。ただ、地方分権という議

論もありますので、そういった点からす

ると、市にとってはプラスになることも

考えられますけれども、今後の府との連

絡体制、これについて、大阪府も、先ほ

どご答弁ありましたように、６か所、公

営事業を抱えておるということで、やは

り府としても、各所から、うち早うやっ

てくれという要望がきてると思うんです。

　そういう点で、これは、総務常任委員

会での私の発言なんですけれども、いろ

いろな市長会での役であるとか、あと、

団体の協議会等の中で発言していただき

たいというような思いがあります。

　たしか、副市長会というのもあるかと

思うんですけれども、そういった点踏ま

えて、今後の決意というか、意気込みを、

副市長から一言いただければと思います。

　庁用器具費なんですけれども、パソコ

ンが３台とレーザープリンターというこ

とでした。

　このレーザープリンターというのは、

あえて今回買わなければならなかったん

でしょうか。今あるプリンターで、出力、

できないのかなというふうに思うんです

けれども。パソコンも、言ってしまえば

そうなるんですけれども、あえてここで

新しく買ったというのはなぜかというの

をお伺いいたします。

○藤浦雅彦委員長　では、答弁を求めま

す。

　小山参事。

○小山都市整備部参事　パソコンの購入

の理由でございますけれども、この積算

に関しますソフトというのが、また別に

ありまして、その積算システムを入れる

もととなりますそのサーバーというんで

すか、それを購入いたしております。

　そこへ積算システムをダウンロードし

まして、それをもとに積算していってる

んですけれども。

　なぜ今プリンターが必要なのかという
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ことなんですけれども、現在、業務の中

で、市の方で各課に配置されているプリ

ンターでは、かなりの量、今現在でもこ

なしております。それ以上に、まだ、積

算の資料をプリントアウトするというこ

とは、もうその能力をオーバーしている

という状況になっておりますので、そう

いった点から、今回、新たにプリンター

を購入したということになっております。

　パソコンにつきましても、現在、情報

政策課の方で管理されておるパソコンに

つながりますと、情報が漏えいすること

も考えられますので、それにつきまして

も、分離して管理していくということで、

今回新たに購入させていただいたという

ことになっております。

○藤浦雅彦委員長　小野副市長。

○小野副市長　先ほど、まちづくりの最

終は連立だと申し上げました。

　これは、過去、平成８年からやってま

いりまして、もう約１３年たちます。

　当初、阪急は、なかなか連立問題とい

うのは厳しい中身がございました。これ

は、事業を行うとなれば、府と市と阪急

電鉄も応分の負担があります。したがっ

て、阪急も、そこにまちがあって、そこ

に乗っていただける乗降客があるという

ことでなければ、ただぽつんとそのとこ

ろに駅というのはありませんから。

　基本的には、１８年５月に、この基本

協定、市と阪急とできたと。平面駅があ

るということは、将来の連立があると、

上に上げてしまうというのが条件であり

ます。平面駅でなければ連立は上がらな

いというのが、反対に言えばそういうこ

とでありまして、１８年のそのときに新

駅を設置すると、そのときに、我々と阪

急との連立は将来にありということは阪

急も理解しますということで今日までま

いりました。

　それで、今後、事業認可なり、着工さ

れるまでの、先ほど、担当言いましたよ

うに、この９月に、大阪府、阪急、私ど

もの連立に向けての協議会が正式に発足

をいたしました。先ほど言ったとおりで

ございます。

　それで、大阪府も、現在、ホームペー

ジで開いていきましたら、６か所でやっ

ています。大体、基本的に言うたら、踏

切の解消というのが一番大きいんです。

ホームページに出てまいりますが、大体、

７つから８つ、９つ、１０ぐらいの踏切

を解消すると。摂津であれば６ないし７

ですから、これは当てはまってくるとい

うふうに考えておりますし、これは、現

在、事業延長、数も、６路線で１６．８

ということは２．８になりますから、摂

津は、当時４．２ですから、２．１でい

くということについても、これもこの辺

に合うんかなというふうに思います。

　したがって、大阪府も、これらの事業

進捗の後の連立問題を考えたときに、大

阪府も、やはり連立は火を絶やさないと

いうふうに思ってもらってるんじゃない

かというふうに思います。

　全国的に、物すごくこの連立の要望が

ある中でそういう形がありますから、私

どもは、市長も一生懸命動きましたけれ

ども、大阪府も非常に熱意を示してもらっ

ておりますから、これから、着々と進め

てまいりたいと思います。

　事業費も、先ほど申したとおり、一般

財源で５５億円と言ってますが、もう少

しこれから整理をした上で議会にお示し

をしたいと思いますが、これは市長の方

針として、これはもう４０年、５０年来

の摂津の過去からの念願というふうに聞

いておりますから、やっとこれが見えて

きたということでありますから、南千里

丘の最終は連続立体交差化事業という市
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の基本的な方針のもとで、積極的に、財

源等もありますけれども、詰めていきた

いなというふうに考えておるところでご

ざいます。

○藤浦雅彦委員長　三宅委員。

○三宅秀明委員　ありがとうございまし

た。

　その連続立体交差化のお話について、

非常に強いお言葉をいただきましたので、

その推移をしっかりと見守っていきたい

と考えております。

　器具費のパソコンの内訳等について、

サーバーを新しく置くのに必要であった

というようなお話であったかと思うんで

すけれども。そういった事情があれば、

妥当なのかなというふうに考えておりま

す。

　プリンターについても、確かに、各パ

ソコンから指令が飛んで、１か所で何台

分もの印刷をしておりますので、その業

務の中身を考えますと、もう１台あった

方が確かに効率はいいのかなという気も

いたします。

　ただ、そういった中で、節約という観

点から、新しくパソコンがふえるという

ことは、その分、電力なりＣＯ2の排出

がふえるという点もありますので、今後、

どのような体制になっていくかはわかり

ませんけれども、そういった認識は絶え

ず持ち続けていただきたいなと思います。

もちろん、今もお持ちだとは思いますけ

れども、よろしくお願いして、質問を終

わります。

○藤浦雅彦委員長　ほかに質疑ございま

すか。

　柴田委員。

○柴田繁勝委員　それでは、午前中から

たくさんの人が質問されました。同じよ

うなことを繰り返すような質問で申しわ

けないんですが、一応、確認ということ

でお尋ねをいたしておきます。

　まず、南千里丘の開発については、コ

ミュニティプラザということで、これは、

いろいろと副市長以下、市挙げて取り組

んでいただいて、一応、建ててもらって、

寄附をいただくということになったんだ

ろうと思うんですが、いよいよ、先ほど、

吉田参事がおっしゃってたように、その

中身が、Ａは基本的な設備であって、Ｂ

は協議する、だれが持つか、Ｃについて

は、備品であるから、当然、入る者が持

たなきゃならんという、この区分のとこ

ろへきてると思うんです。

　なぜ今ここでこんなことを申し上げる

かということを言うと、同じようなこと

を何回も言ってるんですが、当初、この

コミュニティプラザの中にはホールもつ

くるというような考え方もあって、これ

は、一例挙げますと、ある団体の中では、

それを「要望しようじゃないか」という

ような、要望をするというような話まで

出たんですが、具体的にその話が先行し

てましたので、要望を取り消して、「ま

あまあいいじゃないか」と、「もう市の

方がやると言うてくれてるんだからいい

じゃないか」と言うて抑えてきた経緯も

あっての今日の状況だというふうに。

　先般、私は、そのことを少し説明もし

ておきましたし、あらゆる団体にも、せっ

かく寄附をいただくのに、あれもこれも

それもという無理は言えないので、とり

あえず、今回は、このようなコミュニティ

プラザの内容で寄附をいただくんだ、と

いうことになってきております。

　そこで、Ｂの方ですね、いろいろと施

設をお互いにこれから協議してやってい

くということですが、その辺、もし協議

がうまくいかないで、設備が省略されて

しまうということになりますと、せっか

く我々が期待しているということに対し

－41－



て、一定のところが減されていくのかな

というふうな感じもしますので、その辺

の今後の取り組みはどのようにされてい

くのかということも含めて、お聞きをし

ておきたいと思います。

　それから、次に、阪急のことで、もう

先ほど、副市長が、ほかの皆さんの質問

の中から、連立ということが最終的なこ

とだということは、今回、府の方の調査

費もついた時点から、もうそこへ向かっ

て走るんだというご答弁もいただいてま

す。

　そこで、私は、もうそうなるべきだけ

ど、そのプロセスの中に、例えば、山田

川で終わるのか、それとも、正音寺踏切

を越すことが可能なのかどうかという課

題が出てくると思うんです。

　市民の方から言いますと、いつごろに

なったらできるんだということです。先

ほど、副市長は、３０年とか４０年とか

いうようなことは、もう今言える時代じゃ

ないと。１５年とか、できるだけ短いス

パンで達成できるような方向をやっぱり

模索していく必要があるんであろうとい

うことを答弁いただいたと思うんです。

　私もそのとおりだと思ってるんですが、

市民にこれからのプロセスをね。今、国

の採択を受けるための調査をこれから２、

３年かけてやっていくというふうなこと

も先ほど答弁されましたが、それが済ん

だら、側道の調査、買収、そして、こう

いうことがあって、最終的に事業採択が

できて、それをやって、こうなるんだと

いうプロセスを、もう少し市民に見える

ように出していただく必要があるんでは

ないかなというふうに思うのですが、い

かがでしょうか、お尋ねいたしておきま

す。

　それから、次に、正雀周辺の整備とい

うことについて、ソフト面、ハード面か

ら。最近は、ソフト面でということで、

まち懇の中でいろいろと協議いただいた

ようなことで、最近は、ちびっ子広場に

絵がかかれて、確かに少しにぎやかなも

のができておりますけれども、これだけ

で前進するんかというと、大変、寂しい

思いもするわけで。

　同じまち懇でも、南千里丘のまち懇の

場合は、現実的に「もうすぐできる」と

いうことへの取り組みのまち懇と、正雀

のように、ちょっと漠然としたまち懇で

はなかなかその内容的なものが充実しに

くいというのか。最近、見ておりますと、

ちょっと先細りになっているのではない

かなという感じもするんですが、市の方

として、このまち懇のあり方を今後どの

ように考えていかれるのかということ。

　それから、私も、ちょっと資料を調べ

ておりましたら、平成７年のこの資料が

出てきたんですが、ここに、阪急正雀駅

前整備計画という文書があります。中を

ずっと読んでみたら、なるほどなと、こ

れは「将来に大事なことやな」というこ

とが少し書いてあるんです。このような

ものが、この３０年間に、阪急正雀駅を

中心にして何回か出てきたと思うんです

よ。現実には、これは、先ほどのご答弁

を聞いていますと、もうこれは過去のも

のだということで、自然消滅してるとい

うふうに我々は理解しなきゃいけないの

かどうか。その辺の考え方もひとつここ

で示していただきたいと思うんですよ。

　過去、何十人、何百人の人に集まって

いただいて、それ何回となくこういう計

画のものを出してこられた。それは今生

きているのかいないのか。正雀は、もう

既に連立化の対象とする正雀駅前広場と

いうのは、もう過去のものになってしまっ

てるというふうに理解をしなきゃならん

と思うんですが、そういう中で、これま
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でに出してこられたこういう計画という

ものを、どう我々が認識すればいいのか

ということを、ひとつご見解として出し

ていただきたいなと思います。

　それから、吹田操車場跡地の問題につ

きましても、１９年度から、そして、２

０年度で補正予算も組んでいただいて、

いろいろと土地の買収、その他、防災公

園の土地なども含めて、将来の見通しが

大分明るくというか、見通しがよくなっ

てきたというふうには思うんですが。

　先般、私、吹田の市長の１０周年とい

うことで、ちょっと講演会があったんで、

そこへ臨んだんですが、吹田の市長はえ

らい力んでおられて、「これからはです

ね」と言うて、東部の開発というような

ことをおっしゃってた。東部と言うたら

吹操のことかいなと私は思ったんですが、

吹田市は、今でも東部開発ということを

強調されてるんですが、我々としては、

東部であろうと何であろうと、吹田と摂

津が一体となってやらなきゃならん開発

だというふうに思ってますし、今日も、

そのことで協議会なりいろいろなことで

前へ進んでいると思うんです。

　そこで、先ほども出ておりましたが、

どうしてもその中に出てくるのは、終末

処理場の扱いについてどうするんだとい

うことが一番今後のネックになってくる

んじゃないかと思うんです。

　昔は、吹田が早く終末処理場を処理し

てくれたらありがたいのになと私などは

簡単に思っておったんですが、今よう考

えてみると、処理するのに一番痛みを感

じなきゃならん、一番苦労しなきゃなら

んというのは摂津市にあるんだなと。摂

津市のし尿処理を、あそこでまだかなり

処分してもらってるというか、処理して

るということもあると思うんです。

　このことについては、副市長は、以前

から、これが一番頭の痛いところだとい

うのは前回にもご説明していただいたと

思うんで、あえてまた、その後どうなり

ましたかという説明に至れるかどうかは

わかりませんけれども。やっぱりこれは

市にとっても一番、これからの大きな課

題であり、頭の痛いところだと思うので。

　しかし、我々としては、長年、歴史の

あるあの処理場を、できれば整備してい

ただいて、きれいなものになっていけば

いいなという願いから思ってるわけで、

ひとつその辺は、副市長さんの考えもあ

れば、あわせて教えていただければと思

います。

　以上、４点、お尋ねをしたいと思いま

す。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁お願

いいたします。

　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　そうしまし

たら、正雀のまちづくりについてのご質

問ですけれども。

　平成７年、それ以前にも、まちづくり

計画、いろいろと作成してまいりました。

当時は、そのまちづくり計画に沿いまし

て、阪急の連立、駅前の整備、再開発事

業という中で事業を進めようという形で

取り組んでまいりました。

　その後、まちづくりを担う若手の育成

という形の中でいろいろやってまいりま

したけれども、社会情勢の変化といいま

しょうか、バブルの崩壊等々ありまして、

地元の機運というのも非常に低くなって

おるのではないかというふうに思ってお

ります。

　この計画が消滅したのかということで

すけれども、連立につきましても、一応、

１期、２期という形の中で、正雀は車庫

の関係もあって難しいという状況でもあ

ります。
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　この計画にありますような、再開発事

業そのものも、今、地元のワークショッ

プ等で意見を聞いておりましても、再開

発という意見がなかなか出てこないとい

う現状であります。

　その中で、なくなったとは申しません

けれども、我々としましても、今は、再

開発というのは非常に困難な状況である

というふうな認識をしております。

　その中で、将来を担う若手という形で、

商業者を中心にやってまいりました若手

懇談会につきましても、商業をやめられ

る方がいたりという形で、若手商人会も、

今現在、ほぼ休止状態となっております。

　そこで、我々が、それにかわるものと

して、一度、市民の皆さんに、商業者だ

けじゃなくて、まちづくりについていろ

いろと意見を伺うという形の中で、正雀

ワークショップをさせていただいてます

けれども、確かに、最初、いろいろ人が

たくさん来ていただきまして、いろいろ

正雀についての問題等も出していただき

ました。

　しかし、具体的に、南千里丘と違いま

して、何かが動くという状況ではないと

いう形の中で、幾ら言っても、それがな

かなか事業には結びつかないし、具体的

な事業があるわけでもない。だからといっ

て、再開発事業をしたいというような意

向も出てこないというような中で、なか

なか正雀のまちづくりに結びつかない状

況というのが今の現状です。

　ただ、こういう状況で、正雀について

は、やはり基盤整備がおくれているとい

うふうに思っております。まず、やはり

基盤整備をする必要があるであろうと。

その中で、現在、道路課において、歩道

整備といいますか、道路拡幅という中で、

正雀の安全対策、基盤整備を再開発とい

う事業手法以外で進めている状況であり

ます。

　今後、我々まちづくり支援課としては、

もともとが、その再開発事業というのを

目的としていろいろやってきたわけです

けれども、再開発事業というのはなかな

か困難であるという状況から、今は、ま

ちづくりに対して、地元で何かやられる

ことに対して支援できないかという形の

中で取り組んだ、その一つが、正雀の公

園の屯所に対する絵をかいたという形で

す。

　これにつきましては、地元がこんなこ

とをしたいという発案があって、市も一

緒に考えていって、あそこまでできたも

のです。

　こういう形をどんどんやっていきたかっ

たんですけれども、また今ちょっと滞っ

ているかなというところです。

　十三高槻線も徐々に工事が進んでおり

ますし、また、正雀駅前については、道

路課の方で、歩道拡幅等も行われており

ます。

　これらあわせまして、まだバスの導入

とか、車の寄りつきという問題もありま

す。こういう問題につきまして、ワーク

ショップの中で一緒に話していけたらい

いなと。なかなか用地を買って、駅前広

場というのは非常に困難な状況ですけれ

ども、例えば、今あるものをうまく利用

することによって、例えば、車の寄りつ

き、バスの導入ということが考えられな

いかというのを、正雀の人と一緒に、ワー

クショップの中で考えていきたいという

ふうには考えております。

○藤浦雅彦委員長　長江参事。

○長江都市計画課参事　先ほどのご質問

の中で、連続立体交差事業に関しますご

質問がございましたので、ご答弁させて

いただきます。

　まず、連続立体調査の区間でございま
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すが、山田川で終わるのか、それとも、

その西の正音寺踏切までいくのかという

ご質問でございますけれども、午前中の

委員のご質問にもお答えさせていただい

たとおり、現在、正音寺踏切の高架につ

いては、それが技術的に可能かどうかと

いうところを、今現在、阪急と大阪府と

摂津市で検討していくといった段階にご

ざいます。

　それから、この国費調査が終わった後

に、どういったスケジュールで連立事業

が進んでいくんだろうかというようなご

質問がございました。

　基本的に、国費調査につきましては、

この２か年、もしくは３か年というとこ

ろで国費調査をする予定でございまして、

その後は、国の方から、着工準備採択と

いうものを順調にいけば受けるという予

定になります。

　着工準備採択を受けますと、そこから

またさらに詳細調査が、やはり２年、３

年、これもやっぱりかかってまいります。

その調査でもって、次の都市計画決定あ

るいは事業認可といったものの準備を行

うという、そういう段階でございますの

で、やはりそれぐらい、期間的には、通

常、かかってくるというものでございま

す。

　その事業認可後、いわゆる用地買収、

そして工事というふうにスケジュールと

してはかかっていくというものでござい

ます。

　こういったプロセスを市民の方に見せ

ていくというようなことをやっていくべ

きでないかというご質問もあわせてござ

いました。

　やはり国費調査の後の連立の着工準備

採択ですね、ここが一つ、国の補助事業

としての採択の区切りといいますか、そ

ういうものになろうかと思っております

ので、そこで、国の方から準備採択をい

ただいた後に、地元の方に、そういった

連立事業についてご説明をさせていただ

くというようなことになろうかというふ

うに思ってございます。

○藤浦雅彦委員長　寺田公室長。

○寺田市長公室長　それでは、コミュニ

ティプラザの中で、いわゆるコンベンショ

ンホールの使い方等についてのご質問だっ

たと思うんですが。

　これにつきましては、これまで、いろ

いろと議会のご意見等もありますし、生

涯学習団体の要望もございまして、今後、

基本設計あるいは詳細設計を行うに当た

りまして、このコンベンションホールを

どう使うかという方向を決めなきゃなら

ないということで、市長を含めまして、

担当の方でこのことについて議論をいた

しました。

　ここで、市長の指示といたしましては、

これまでの経過を踏まえて、講演会、あ

るいは演劇等にも利用できるようなホー

ルにするようにという、両方兼ね合わせ

たホールにするようにということで、当

然、そうなりますと、舞台装置、あるい

は幕、照明、音響効果、バトン等が必要

かというふうに思っております。それら

につきましては、今後、これらの設備等

について、どのように区分けをして、ジェ

イ・エス・ビーとの負担割合をどうする

か、あるいはこれらについては、すべて

市の方の要望でございますから、市が負

担するのか。一度、コンベンションホー

ルについては、そういう使い方も含めて

お願いをしたいということで、ジェイ・

エス・ビーと協議をしていきたいという

ふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　小野副市長。

○小野副市長　クリーンセンター問題の

今後の考え方なんですが、これは、過去
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から言ってますように、三つの方法があ

るということで、一つは、あそこのとこ

ろでまた整備をして、また、他の場所で

整備をした上で、府の下水へ流し込む案。

　それから、二つ目には、他力本願です

が、汚泥と生し尿を市外で処理をする方

法。

　それから、三つ目には、大阪府の中央

水みらいセンターなりに、直接、下水道

施設に、投入施設に入れていくというふ

うな、三つ言いました。

　それで、原部から出てきてますのは、

仮に、その現在のクリーンセンターのよ

うな、ある程度、もう少し高水準の、に

おい臭の少ないものにするにしても、お

おむね、大体８億円ぐらい要るんではな

いかというふうに言ってまいってきてお

ります。

　それで、ただ、それをやる場合でも、

吹田市の方が、正雀処理場、２５年に廃

止ということになりますと、２２年ぐら

いには実施設計、２３年、２４年で整備

となりますから、もう２１年度ぐらいに

は決めてしまわないと間に合わないとい

う、そんな時間がないということが逆算

でもあります。

　それで、私どもとしては、余り他市の

ことは言えませんが、やはり基本的に、

前から言ってますように、吹田市さんの

４万２，０００平米と３，０００平米が

ありますから、この施設があることによっ

て、早々、いいまちづくりというのはな

かなか難しいだろうということは、これ

は、前に、阪口市長にもちょっと言うた

ことがあります。

　それで、他力本願ばかりではいけませ

ん。私、一度、市長からも指示受けてお

りますので、早晩、吹田市に行ってまい

ろうというふうに思ってます。

　それは、吹田市はどういう努力をして

いただけるかと。多分、向こうは、これ

は一般廃棄物ですよと、摂津市さんの責

任ですよと、こうくると思うんです、間

違いなく。そのところは行ってみないと

わかりませんので、ここで議論ばかりし

ておられませんので、市長からも指示受

けてますから、早晩、部長を連れて、吹

田市に、市の考え方を整理して、話し合

いにいきたいと思っております。

　それは、吹田市さん、どういう協力を

願えるでしょうかということなんですが、

そう簡単には、なかなか向こうも、汚泥

であろうがし尿であろうが、そう簡単に

は、そういったものを受け入れるという

ことは、窓口折衝では、もうほとんど窓

口があいてない状況ですけれども、私ど

もの考え方も一定整理した上で、これは

やります、これはお願いしますというよ

うなことを言わないとだめだと思います

から、今、その最終整理をしたいなと思っ

てまして、一度、私が、市長としては、

自分が行くまでに、副市長が行って、一

遍、さっき言った胸襟じゃありませんが、

そこを話をしてこいという指示を先週受

けておりますので、これは先週の話でご

ざいますから、早晩、市の考え方を持っ

て吹田市の方に伺ってまいり、その上で、

また、議会、これは建設常任委員会にな

るか、この場になるかわかりませんが、

また報告もしたいなというふうに思って

おるところでございます。

○藤浦雅彦委員長　柴田委員。

○柴田繁勝委員　副市長の方から、考え

方を答弁いただきました。

　私も、同じ、市長がいろいろと苦労さ

れるなということはよくわかるんです。

この問題は、それでも避けて通れないと

いうことになってきてます。

　我々の側からいくと、８億円だとか、

５億円だとかいう莫大な数字が出ると、
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将来、なくなっていく施設、なくさなけ

ればならない状況のものに、今それだけ

のお金を投じていいのかという、素朴な

やっぱり気持ちもあるわけです。

　だから、これを、できるだけ、そうい

うことで、少ないコストでうまく転用で

きるような絵をかいていただきたいとい

うのが本音なんです。

　そのために、向こうも、そんなこと言

うて、優しい言葉で応答しとったら、向

こうもそれだけの負担が多くなるのは困

ると、吹田市だって構えると思うんです

が、今日までの副市長さんのその押しの

一手で、ひとついろいろと状況を十分説

明していただいて、また、委員会の中で

もこういう意見があるんだということも

含めていただいて、ぜひ早期な取り組み

をお願いしておきたいと思います。

　それから、公室長からお答えいただい

たホールの件ですけれども、確かに、コ

ンベンションホールの中に、市長も、

「できれば簡単な演劇だとか催しだとか、

そして、また大きな会議だとかできるよ

うな」と言うので、先般、少し内容見せ

ていただきました。この程度なら、使い

方によったら十分生かせるんではないか

なと。コンベンションホールも、今後やっ

ぱり上手に、生きた活用をしていくとい

うことで。我々としては、逆に言うたら、

ホールとして、また、舞台として使うに

はどうしたらええかということも検討し

ていかないかんなと。

　また、一部、そういう専門家の意見も

聞いていただく中で、どれだけのものが

要るのかということを積み上げていただ

いてるんだと思うんです。

　そこで、今後、ジェイ・エス・ビーと

話し合いをしていただく中で、費用をど

こまで持っていただけるのか、また、う

ちが全面持たなきゃならんのかというと

ころで、大きな設備の攻防ということに

なろうかと思うんですが、我々としては、

今つくっておかなければ、後でつくるこ

とが、非常に困難なものは、今、少々お

金かかってもつくってほしい。

　しかし、後で補足できるものは、後で

継ぎ足せるものなどは、継ぎ足せるとい

う言葉は悪いですけれども、リースで使

えるとかいうようなことは、ひとつそこ

は整理していただいて考えていただきた

いということで、これも、あえて難しい

状況の中にきておりますが、もう既に２

２年にオープンということですから、ひ

とつ早急にその辺も詰めていただきたい

と、これも要望にしておきます。

　それから、阪急の連立のことですが、

これちょっと、市長、副市長にお言葉返

すようですけれども、何も私の言うたこ

とがどうだったということではないんで

すが、阪急の正雀駅を中心として連立化

というときには、私も大概食い下がって

きて、村田部長だったか、そのときの答

弁の中に、「平成１０年に事業認可を受

けることがほぼできるんではないか」と

いう答弁を本会議でいただいてるんです

よ。

　今、副市長がおっしゃるのは、この南

千里丘を中心とした連立化は８年から始

まってると、私はそう聞いたと思うんで

すけれど、この連立というのは、もう３

０数年前から、私が議会へ入ったときに、

もう連立の話が出ておりましたから、も

うずっと続けてきてる問題です。そうい

うことで、市民は、やっぱりそのプロセ

スが欲しいと、「どないなんねや」と、

「いつごろできんねや」と、「ほんまか

いな」と、いろいろ我々に言われて、答

えようがないですね。「豊中やったらど

れぐらいかかった」、「門真の連立はど

うやった」とか、よそのことはいっぱい
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言えるんですけれども、ここ摂津ではど

うやということになりますと。

　ただ、今日はっきり言えることは、今、

副市長がおっしゃったように、もう事業

認可で大阪府も予算つけていただいたと

いう。実現するという方向は決まったと

いうふうに理解しておりますし、市民に

はその説明はできると思いますので、こ

れから、具体的な味つけを、できるだけ、

私に報告してくださいとは言いませんが、

市民の皆さんがわかるような方法で、何

か出せるようなものがあれば、出してあ

げてほしいというふうに思っております

ので、これでよろしくお願いします。

　それから、正雀周辺整備は、正直言い

まして、今ご答弁いただいたように、３

０数年前から、もう４０年も前から、正

雀の、第１次、第２次、第３次ぐらいの

駅前整備計画というものが出てきてると

思うんですが、最終的に、今のような状

態の中で推移しているということだろう

と思うんです。

　それが決して悪いということじゃない

んですけれども、今回、南千里丘ができ

るということで、感情的には、私は正雀

におるからようわかるんですよ。「正雀

ほったらかしかい」と、こうやって露骨

に言われることはいっぱいあるんです。

「いや、違いますよ」と、「十三高槻線

から正雀駅まで、動線は１２メートルの

拡幅して、ちゃんとつくる。森山市長が

来られて、現地行って、やっぱりこれじゃ

いかんということで、調査もしていただ

いて、もう予算のわずかもついて、もう

走ってますよ」と言うてるんですが、ま

だまだ感情論としては、そういうものも

ありますので、私は、今までにあったや

つが、かえって邪魔すると言ったらおか

しいですけれども、かえってそれが話題

になって、足引っ張るんじゃないのかな

と思いますので、過去のプロセスを経て

今日があるという一つのものをつくって

いって、過去のものをどうするんだとい

う認識を、ここらで与えていかないとい

けないのじゃないかと。

　この計画書の冊子、ずっと残ったまま

では、「それはどないなってまんねん」

言われたら、十分な答弁もでけんような

ことでは、私らも、質問を受ける立場と

してもつらいですので、今日、ちょっと

そういうことをお尋ねしたんで。

　これは、そういうことだということを

ご理解いただければ、あえてどうします

というご答弁は要りませんので、ひとつ、

私の申し上げたことがおわかりいただけ

ればありがたいというふうに思います。

　答弁は要りませんので、終わります。

　ありがとうございました。

○藤浦雅彦委員長　山本委員長。

○山本善信委員　それでは、大半がもう

出ておりますので、ごく数点に絞ってご

質問申し上げたいと思うんですが。

　まず、吹田操車場の跡地の利用につい

ての検討事業ということで予算を執行さ

れたわけですが、この中の関係の、午前

中からの野口委員の質問に対して、負担

がどういうふうな割合になるのかという

ことの答弁の中で、区画整理をもちろん

やっていくわけですが、これについて、

再減歩の可能性があるという意味の答弁

をされましたね。ですから、この点につ

いて、計画の段階から、もちろん、社会

的な情勢が変わったりして、事業費が不

足したとか、あるいはまた、道路、公園

を含めて、公共施設をつくるのにいろい

ろ不足するような話で、再減歩もあり得

るというような意味のことだろうかとい

うふうに思うのは、これは当然の話とし

て起こり得ることだと思うんですけれど

も、その辺の事情について、午前中、答
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弁された内容、もう少し詳しくわかるよ

うにご答弁いただけませんでしょうか。

それが１点目です。

　それから、千里丘駅西の開発について

でございますが、当該年度につきまして

は、再開発の準備組合に対しての関係の、

旅費だけしか執行されてない。ところが、

今年度、２０年度になって、これではい

かんので、これから将来のことを考える

と、今の都市計画決定を含めて、全体の

あり方について、再開発を前提にしなが

ら、いろいろと再検討して、計画の見直

し等も含めてやっていきたいということ

で予算化されて、この２０年度にきてお

ります。

　ところが、旅費しか組んでおられない

平成１９年度で、その数字にあらわれな

い部分で、西駅前について、一生懸命い

ろいろとやろうとして、準備組合も頑張っ

ておられたでしょうし、それから、市の

方も、それをバックアップする形で努力

されてたと思います。具体的にどんな努

力をされたのかと。

　それで、もっと具体的な話をしますと、

恐らく、地権者についての説得なり、あ

るいはまた、そういったことを続けられ

た上での話として、数字にはあらわれま

せんけれども、そういう努力をされたと

いうふうにはある程度は理解しとるわけ

ですけれども、それが表に出てきてない

ということで、どんどん進む南千里丘の

ことを比べると、「何やねん」という話

で、「本来、こちらの方が先やったん違

うんか」というような物の考え方もあり

ますし。

　かねてからも申しておりますように、

山手の方の吹田市域の開発が非常に進み

まして、これは、駅勢圏と申しますか、

それの感じが非常に変わってきている中

で、旧態依然とした現在の状態。何とか

したいと思いながら、旧態依然とした状

態にしか置けないというような状態が、

やっぱり当該市としての、それをちゃん

としなきゃならん責任がある市として努

力してこられたというふうに思うんです。

　ですから、その辺の努力に、数字にあ

らわれない形の努力、あるいは事務組合

任せではもちろんなかったと思いますか

ら、その辺のことは、市としてどんなバッ

クアップされたかということ、この機会

に、ぜひお聞きしておきたいと思います。

　それから、３点目は、今、正雀の駅前

の話が出ました。これも、先ほど、柴田

委員が、何回も地元の懇談会とか、ある

いはそれに対しての駅前整備をしたいと

いうことについての努力をしてこられて、

それで、実際に、これもわずかしか予算

措置は１９年度ではしておられませんけ

れども、いろいろ努力をされてきたこと

は知っておりますけれども。

　残念ながら、これは、やはり西駅前も

そうですけれども、準備組合が表に出る、

あるいはまた、正雀の地元の関係の皆さ

んだけが、何かいろいろやっておられる。

しかし、時代が変わるについて、その熱

意なり、あるいはまた、実際にそこに住

んでおられる人、あるいはそこに加わっ

ておられる人の意識が非常に変わってき

ているとか、そういったことについて、

やはり本市として、ということは、市と

して、あのまちをどうしなきゃならんの

かということを持ったら、これは、地元

の方に任しといたら、あるいはまた、地

元の方をお手伝いする、後ろからバック

アップするだけではいけないとなったら、

市の方が積極的に事を構えなきゃ、どん

どん出ていって、あるいはまた、千里丘

の東のように、市の直接にかかわって整

備していく話をしなきゃならんというふ

うになったことだと思うんですけれども。
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　その辺の意識なり、そこまでやるだけ

の余裕もないし、いや、もうこれが精いっ

ぱいやというようなことなんかもしれま

せんけれども、それではやっぱりいかん

というふうに思いますし、この摂津をど

うするんかと、正雀駅前をどうするんか

と、それから、千里丘駅の西はどうする

んかということについて、市の方として

しっかりした考え方持って、その方向に

進めようとすれば、もっと積極的にいろ

いろ、数字にあらわれない努力ででもす

べきであったんではないかというふうな

ことも思いますし、されてたとしたら、

どういう努力をされてたんかということ

についても、具体的に一度お示しいただ

きたいというふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　答弁お願いします。

　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　そうしまし

たら、吹田操車場についてですけれども。

　午前中に答弁させていただきました負

担増と再減歩ということですけれども、

これにつきましては、整備に関する基本

協定の中で、最悪の場合、事業採算が合

わなかった場合の記載がございます。そ

のことについてご答弁させていただいた

もので、別に、再減歩があるということ

ではありません。今現在、事業計画を組

んで事業を進めております。

　当然、将来的なことも見越しながら事

業計画は組んでいるんですけれども、ど

んなことが起こるかわかりません。その

ときに慌てるんではなくて、関係６者の

中で、こういうふうな不測の事態が起き

たときにはどうしましょうというような

ことを取り決めたものでございます。

　その中で、一つが、まだ減歩について

は、余裕のある形の中で減歩をしており

ますので、一つは、減歩という形の中で、

土地の持ち分に応じた負担という形の中

で事業を成立させていきましょう。これ

が区画整理の目標といいますか、当初の

考え方と思います。

　ただ、それでもできない場合は、補助

金とか、そういうことも次には考えてい

きましょうということを示したものでご

ざいます。

　それと、千里丘西についてでございま

すが、１９年度は、確かに旅費しか上げ

ておりません。何もしてないのかという

とそうではございません。この２０年度

に、一定、区域を見直すということを今

現在やっております。これにつきまして

は、再開発準備組合は、あくまで、やは

り今の準備組合の区域、再開発の区域に

ずっとこだわって、反対の権利者のまず

説得をするという形の中でやってこられ

ました。区域を変更することによって、

今の組合員の方が、区域の外、再開発事

業から外れるいうことに対して非常に気

にしておられるというのが現状でした。

　１９年度は、そういう説得もやりなが

ら、もう２年間説得してきた中で、全然

進展がないという状況の中で、市としま

しても、例えば、区域を外して検討して

みることはどうですかという提案を準備

組合の方にさせていただいて、話をさせ

ていただきました。

　２０年度に調査することに対して、準

備組合としては、調査してみてもいいで

すよと。それに対してどういう結果が出

るかというのは我々もわかりませんでし

たので、区域を縮小することによって、

再開発事業ができないという結果もまた

出てくるかもしれませんので、一応、ど

んな形で駅前整備ができるかというのを、

こういう検討もしますということを、準

備組合とも話しましたし、また、再開発

の都市計画決定はされてませんけれども、

既存の都市計画もございますので、大阪
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府の総合計画課にも、こういう見直しに

ついて、いろいろと協議、調整をさせて

いただいたのが１９年度でございます。

　現在、それを受けまして、今、見直し

の作業をさせていただいているところで

す。

　正雀についてですけれども、再開発で

進めて、再開発ができないという形の状

況に今なっております。その中で、正雀

をどないするんやという形で、先ほども

ありましたけれども、あのままじゃだめ

だと。やっぱり基盤整備、駅前広場なり、

歩行者の安全というのが非常にまだ不足

しているところという形の中で、あくま

で、その再開発事業に頼るのではなくて、

また、千里丘西と違いまして、正雀につ

きましては、準備組合等があって、再開

発という機運が盛り上がっているところ

でもまだございませんので、歩道整備、

道路拡幅という形の中で、一定、基盤整

備を進めるということに、現在、着手し

ているところでございます。

　まちづくり支援課としましては、再開

発事業が難しい中で、正雀全体という形

の中でまちづくりを支援するという形で、

現在、ワークショップという形の中でやっ

ております。

　その中で、まだ課題になっております

のが、バスの導入とか、車の寄りつきと

かありますので、市から提案していくと

いうのも、また一つあると思いますけれ

ども、そういうことも含めまして、ワー

クショップの中で話し合いをしていけた

らなと思っております。

　正雀のまちづくりにつきましては、商

業の活性化というのが、やはり非常に議

論されるところですけれども、なかなか

商業というものの取り扱いというのはい

ろいろと難しいというふうにも聞いてお

りますので、まちづくり支援課だけでは

なくて、産業振興課、政策推進課も含め

ました中で、正雀をどうしていくのかと。

我々としましては、やはり基盤整備がま

ず第一というふうには考えておりますけ

れども、それらも含めまして、本当は、

いろいろな人に来ていただいて、ワーク

ショップの中で、正雀どうするの、何を

しなければならないの、そのためには我々

が何するの、市が何するのというような、

本当はそういう話をどんどん煮詰めてい

きたいと思うんですけれども。

　なかなか、先ほどもお話ししましたよ

うに、現実的に何が動くという状況のな

い中で、市民の方にも、今現在、なかな

か関心を持っていただいていないのが現

状ですけれども、これからも、正雀につ

いて、いろいろと市民も含めまして考え

てまいりたいと思っております。

○藤浦雅彦委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　吹操の跡地の件につき

ましては、もちろん、区画整理、私も、

学園町の区画整理にもかかわった経験が

ありまして、もちろん、景気が右上がり

とか、土地が右上がりのときでしたら、

非常に有利に働くし、事業費も十分あり

ますし、そのことによって、また、いろ

いろな、よりいいものに仕上げていくこ

とができる、事業が完成できるという経

験は、及ばずながら持っておりますけれ

ども。

　だけど、この時期ですから、そういう

点で、先ほどからいろいろと危惧されて

るような形の部分というのは、もちろん

承知しておりますので、ですから、余裕

を持ってということは、もちろん、区画

整理することによって、その部分の価値

を上げるわけですから、その価値を上げ

ることの見通しというのは誤らんように

もちろんしなきゃならんということも含

めて、これから、将来について、十分余
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裕を持った形で事業が成功するように努

力していただきたいということをお願い

しておきたいと思います。

　それから、千里丘駅西の話なんですけ

れども、もう今さら言うこともどうかと

思うんですけれども、具体的に、なぜ協

力してもらえないかということについて、

公にできませんでしょうかね。

　私が個人的にちょっと漏れ聞いてる話

は、こういうとこで申し上げるべき話じゃ

ないので、申し上げませんけれども、や

はり公の財産、土地とか家屋とかいう公

の財産であると思うんです。そういうも

のを所有している、所有権を持ってる者

としては、当然、ただ取ってしまうとい

う話ではないわけですから、だから、こ

ういうことに関しては、持ってる者の責

任として、やっぱりこういうふうな公の

事業に対して、何もかも協力せえという

意味じゃないんですけれども、やはり片

一方で私権をちゃんと守ることは大事な

話ですけれども、逆に、その私権をある

程度抑えてでも協力してもらわなきゃい

かん部分も、やっぱり公共の福祉という

か、そういうことのためには必要がある

と思うんです。

　そういうことについての理解を十分に

してもらえるように、やはり説得するな

り何なりで、話をもっと積極的にやられ

るべき話ではないのかというふうなこと

ですね。

　単に、土地が値上がりして、しかも、

その権利者にとって良いというだけの問

題ではないということの認識のもとに、

公の立場の者としては、その辺のことを

強調しながら、ぜひ協力してくださいと

いう形の熱意をもっと示される必要があ

ろうかというふうに思うんですけれども。

　そういうふうな意味から、権利者が、

一体どんな考え方でこの事業に対する、

あるいは区域の中にあることについての

責任を感じておられるのか、その辺のと

ころがわかりましたらというか、反対さ

れてるというか、「やれへん、協力せえ

へん」というて言うてはる理由、あるい

は「こういうふうにしたら協力するんや」

というふうに言うてはる理由。そういっ

たことについて、一遍、ちょっと差し支

えなければ、どんな努力をしたかという

ことの経緯の中で明らかにしていただけ

たらというふうに思います。それ２点目

のことです。

　正雀の駅前につきましても、関係者は、

この中でつくって、いろいろと努力して

こられましたし、その成果を、２回、３

回出しておられますけれども、これ一向

に前へ進まへんというのは、やっぱりこ

こら辺のところの意識が、「誰かやって

くれるやろ」、あるいは「市がやってく

れるやろか」というような意識があるこ

とからの話じゃないかと思いますので。

　もちろん、市がわあっという思いから

出ていけば、それに対してわあっと要求

が出てきて、市がそれに対して応対する

のに大変な努力をしなきゃならんという

ことでありますけれども、市として、こ

の駅前をどうするかということの考え方

さえしっかり準備すれば、それに対して、

必要があれば、もうそれこそ、予算余り

取ったらどうかという話もありますけれ

ども、そういうことを、あえてそういう

お金でやれるものなら、やるような形で

事を構えていくという。

　やっぱりもっと積極的に事に当たって

いただかないと、こういう話はなかなか

進まないと思いますし、都市計画事業と

いうのは、とにかく３年ぐらいの話じゃ

ないわけです、やっぱり１０年、１５年

の話ですから。だから、そういったこと

についての努力が必要やということを思
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うわけで。

　その辺について、正雀についても、こ

ういう努力をしてこられたという、表面

的なことはわかってますけれども、実際、

そしたら、意識が冷めてるという中で、

何で冷めたんかということとか、そうい

うことについて、市としてどんなふうな

考え方を持っておられるのか、ちょっと

聞きたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後３時７分　休憩）

（午後３時８分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　答弁求めます。

　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　千里丘西の

地権者の意向の話ですけれども、余り地

権者の意向をここでお話しするのはいか

がなものかというふうに思います。

　おっしゃっていることはよくわかって

おりまして、その辺のお話もさせていた

だいてるんですけれども、なかなか話が

前に進まないというのが状況でございま

す。

　正雀につきましては、再開発というこ

とでずっと進んできましたけれども、市

が積極的に方針を出してやっていくべき

ではないかというご質問をいただいたん

ですけれども、その一つが、再開発だけ

ではなくて、道路の拡幅をもって、まず

安全対策を図っていこうというのも、一

つの市の方針と思います。本当は、その

まち全体をどうしていくのかを、もっと

明確に出していく必要があるのかもわか

りませんけれども、今は、再開発ができ

ないからという形の中で、全然正雀が動

かないというよりも、こういう基盤整備、

道路の拡幅という形の中で正雀を動かし

ていくというのが、今の市の対応の一つ

というふうにご理解いただければと思い

ます。

○藤浦雅彦委員長　そのほかに、質疑あ

りますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後３時１１分　休憩）

（午後３時１３分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　討論なしと認め、採

決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦雅彦委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会します。

　ご苦労さまでございました。

（午後３時１５分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

委員長　　　藤 浦 雅 彦

駅前等再開発特別委員会

委　員　　　　森 西 　 正
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